
全
乃
夫
局
、
。
ル

第
六
十
六
巻

第
一
競

平
成
十
九
年
六
月
護
行

属
固
と
保
護
の
あ
い
だ

|
|
一
八
八

0
年
代
初
頭
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
清
備
交
渉
|
|

岡

本

隆

司

お四三二ーは

じ

め

に

北

京

交

渉

天

津

交

渉

、フ

l

レ
の
解
任

ブ

l
レ
か
ら
ト
リ
ク

l

へ

わ

り

に

1 

lま

じ

め

一
八
八
五
年
六
月
、
天
津
候
約
で
終
結
し
た
清
悌
戦
争
の
結
果
、
清
朝
は
「
属
園
」
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
「
喪
失
」
し
、

フ
ラ
ン
ス
は
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
の
植
民
地
化
達
成
に
大
き
く
歩
を
す
す
め
た
。
こ
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
る
、
い
わ
ゆ
る
「
越
南
問
題
」
の
推
移
は
、
す
で
に
多
く
の
研

(
l
)
 

究
で
精
細
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
大
筋
の
事
賓
闘
係
は
そ
れ
で
、
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
し
、
も
は
や
と
り
あ
げ
る
問
題
は
な
い
よ
う
に
も



2 

思
わ
れ
る
。

(
2
)
 

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
み
な
お
さ
れ
て
き
た
清
末
中
園
の
「
属
国
」
閲
係
と
い
う
頑
貼
か
ら
、
こ
の
問
題
を
跡
づ
け
て
み
る
と
、
清
併
の
具

瞳
的
な
外
交
交
渉
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
戦
火
を
交
え
る
に
い
た
っ
た
雨
者
は
、
何
を
め
ぐ
っ
て
封
立
し
、
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
え

た
の
か
、
そ
も
そ
も
清
朝
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
い
う
「
層
圏
」
を
「
喪
失
」
し
た
、
と
い
え
る
の
か
、
と
り
わ
け
そ
う
し
た
聞
い
が
、
あ
ら
た
め

て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
、
前
後
十
数
年
間
に
お
よ
ぶ
史
賓
経
過
を
、
大
づ
か
み
に
た
ど
っ
て
お
こ

、つノ。

一
八
六

0
年
代
の
コ

l
チ
シ
ナ
併
合
で
本
格
化
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
ド
シ
ナ
侵
略
は
、

一
八
七
四
年
の
サ
イ
ゴ
ン
僚
約
の
締
結
で
、
新
た

な
段
階
を
む
か
え
る
。
そ
の
第
二
伎
に
、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
園
王
の
「
主
権
と
あ
ら
ゆ
る
外
国
に
釘
す
る
そ
の
完
全
濁
立
戸
山
田

D
5
0
5
H
E
b
E

H
N
O
H
P
E
1
5
3
2
2ロ
3
正
5
5
(同

S
B
L
3
2
5
Z〈
z
p
s
z巾
E
5
8ロ
巾
空
白
ロ
間
宮
の
)
を
認
め
る
」
、
第
三
僚
に
、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
圃
王
は

2 

「
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
に
感
謝
し
て
白
ロ
月
口
口
口

E
E
g
B
ι
O
B
-
-。
官
三

2
5ロ
)
、
白
園
の
封
外
政
策
を
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
に
従
っ
て
決
定
す
る

(円。巳

0
5
2
印
日
吉

-
E
A
5
2芯
E
E
H⑦
伊

2
-
r
r
z
P
2
2
)
こ
と
を
、
そ
し
て
現
在
の
外
交
関
係
を
い
っ
さ
い
愛
更
し
な
い
こ
と
を
約
す

(
3
)
 

る
」
と
規
定
し
、
抗
朝
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
本
格
的
な
保
護
領
化
に
向
か
う
契
機
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
ト
ン
キ
ン
地
方
で
フ
ラ
ン
ス
軍
の
活
動
が
活
溌
化
し
は
じ

め
、
清
朝
側
に
お
い
て
も
、
そ
の
動
向
を
危
倶
す
る
聾
が
高
ま
っ
て
く
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
首
時
、
駐
悌
公
使
を
骨
来
任
し
て
い
た
曾
紀
淳
は
、

そ
し
て
一
八
八

O
年
に
は
い
る
と
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
ハ
ノ
イ
周
遺
、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
封
す
る
清
朝
の
宗
主
権
を
と
な
え
て
、

フ
ラ
ン
ス
外
交
官
局
に
抗
議
し
は
じ
め
た
。

曾
紀
津
が
パ
リ
で
抗
議
活
動
を
績
け
る
一
方
で
、

一
八
八
二
年
四
月
二
五
日
に
は
、

リ
ヴ
ィ
エ

l
ル
(
同

B
ロ
F
E
R
E
自
己
中

HO)
海
軍
大
佐

ひ
き
い
る
五
百
名
の
フ
ラ
ン
ス
軍
が
、

ハ
ノ
イ
を
占
領
す
る
。
清
朝
側
も
こ
れ
に
封
抗
し
て
、
一
蹟
西
・
雲
南
の
軍
隊
が
ト
ン
キ
ン
に
進
攻
し
た
。

こ
う
し
て
ト
ン
キ
ン
現
地
の
軍
事
的
な
緊
張
が
高
ま
り
、
賓
際
に
衝
突
も
お
こ
っ
て
く
る
な
か
、
清
備
の
外
交
交
渉
は
賓
質
的
に
、

ヨ
l
ロ
ッ

パ
か
ら
中
園
に
舞
蓋
を
移
し
、

一
O
月
よ
り
北
京
駐
在
公
使
の
ブ

1
レ
百
円
え
宮
内
匡
宮
ユ
ロ
ロ
戸
円
か
め
)
が
清
朝
の
政
府
首
局
と
交
渉
を
は
じ
め



た
。
そ
し
て
、

二
月
末
に
は
天
津
で
北
洋
大
臣
李
鴻
章
と
の
あ
い
だ
に
、

ト
ン
キ
ン
に
一
種
の
勢
力
圏
を
劃
定
す
る
こ
と
で
合
意
に
達
し
、

一
一
一
ヵ
僚
の
貴
書
を
と
り
か
わ
す
。

こ
こ
で
牧
ま
る
か
に
み
え
た
雨
園
の
紛
争
は
、
ま
も
な
く
再
燃
す
る
。

一
八
八
三
年
は
じ
め
に
護
足
し
た
新
政
権
の
フ
ェ
リ
己
己

2
3円

l

さ
内
閣
が
、
李
・
ブ

1
レ
悶
覚
書
を
否
認
し
、
ブ
l
レ
公
使
を
更
迭
、
ま
た
ト
ン
キ
ン
現
地
で
は
、
ほ
ほ
時
を
同
じ
く
し
て
リ
ヴ
ィ
エ

1
ル
が

ナ
ム
デ
ィ
ン

南
定
を
占
領
す
る
が
、
五
月
一
九
日
に
黒
旗
軍
と
交
戦
し
て
戦
死
す
る
。
ト
ン
キ
ン
で
清
悌
雨
軍
が
撤
退
せ
ず
に
に
ら
み
あ
い
が
つ
づ
く
う

サ
イ
ゴ
ン
総
督
の
ア
ル
マ
ン
(
]
己
2
出
向
日
日
立
)
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
府
と
直
接
に
フ
エ
候
約
を
結
ん
だ
。
フ
ラ
ン
ス
は
清
朝
の
介
入
を

拒
否
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
う
ち
だ
し
た
の
で
あ
る
。
清
朝
側
も
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
側
の
暴
動
に
封
し
、
態
度
を
極
端
に
硬
化
さ
せ
、
戦
争
を

ソ

ン

タ

イ

パ

ク

ニ

ン

も
辞
さ
な
い
構
え
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
て
一
八
八
三
年
末
に
山
西
の
、
翌
年
三
月
に
は
北
寧
の
合
戦
が
起
こ
り
、
清
朝
軍
は
敗
北

ち
に
、

し
た
。
こ
の
敗
戦
で
北
京
に
政
壌
が
起
こ
り
、

一
八
六

O
年
以
来
、
外
政
で
主
導
的
立
場
に
あ
っ
た
恭
親
王
突
訴
が
失
脚
し
た
の
は
有
名
な
史

3 

賓
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
封
立
が
き
わ
め
て
最
し
い
も
の
と
な
っ
た
局
面
を
打
開
す
る
た
め
、
李
鴻
章
は
奮
知
の
フ
ラ
ン
ス
海
軍
中
佐
フ
ル
ニ
エ

(
出
自
の
O
Z
H
山門口。丘町
O
戸
E
O
H
)

と
交
渉
を
も
っ
て
、

一
八
八
四
年
五
月
に
協
定
を
と
り
む
す
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
の
協
定
を
賓
行
に
う
っ
す

段
階
で
、
手
遣
い
が
重
な
り
、

つ
い
に
清
仰
は
全
面
的
な
戦
争
状
態
に
入
っ
て
し
ま
う
。
陸
上
で
は
清
朝
側
の
優
勢
、
海
戦
で
は
フ
ラ
ン
ス
側

の
優
勢
の
ま
ま
、

一
八
八
五
年
に
入
る
と
、
洋
闘
線
税
務
司
ハ

l
ト
(
河
口

rEFHH)
の
工
作
が
放
を
奏
し
、
六
月
初
め
に
な
っ
て
、
戦
争
を

終
結
さ
せ
る
天
津
候
約
の
締
結
に
い
た
っ
た
。

清
悌
聞
の
「
武
力
の
封
峠
・
衝
突
と
外
交
交
渉
の
過
程
は
、
現
象
的
に
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
」

っ
た
も
の
の
、
以
上
の
概
観
か
ら
わ
か
る
と

お
り
、
講
和
倹
約
の
成
立
ま
で
に
、
た
だ
ち
に
そ
の
ま
ま
賓
現
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
聾
方
の
封
立
を
牧
拾
に
導
く
機
舎
が
、
少
な
く
と
も

二
度
あ
っ
た
。

一
つ
は
一
八
八
二
年
末
に
合
意
し
た
李
・
ブ
1

レ
畳
書
で
あ
り
、

い
ま
ひ
と
つ
は
一
八
八
四
年
五
月
に
調
印
を
み
た
李
・
フ
ル

3 

ニ
エ
協
定
で
あ
る
。



4 

し
た
が
っ
て
従
前
の
研
究
で
も
、
雨
者
は
一
八
八
五
年
の
講
和
候
約
交
渉
と
な
ら
ん
で
、
特
筆
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ

の
闘
心
は
、
難
誌
な
清
併
交
渉
の
過
程
で
、
挫
折
し
た
和
平
の
試
み
と
と
ら
え
る
に
す
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
そ
の
折
衝
、
と
り
き
め
、
そ
し
て
破

綻
が
、
壁
方
の
立
場
、
利
害
関
心
を
具
瞳
的
に
あ
ら
わ
す
、
と
い
う
観
賄
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
史
料
の
謹
み
方
、
ひ
い
て
は
史
賓
の

解
稗
に
も
、
ま
だ
再
考
の
絵
地
が
あ
る
。
本
稿
は
そ
こ
で
、
す
で
に
明
ら
か
な
ほ
か
の
事
貰
経
過
は
お
お
む
ね
捨
象
し
、
ま
ず
李
・
ブ
l
レ
覚

童
日
を
中
心
と
し
た
和
平
交
渉
を
み
な
お
そ
う
と
思
う
。
そ
れ
が
ひ
い
て
は
、
昔
時
の
「
越
南
問
題
」
全
瞳
、
か
つ
清
朝
の
外
交
を
再
考
す
る
ひ

と
つ
の
足
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

北

十
日
小

うと

渉
一
八
八

O
年
一
一
月
一

O
日
、
曾
紀
淳
が
ベ
テ
ル
ブ
ル
グ
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
に
迭
っ
た
抗

(
5
)
 

議
書
翰
に
は
じ
ま
る
、
と
い
う
の
が
、
昔
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
理
解
で
あ
る
。
以
来
、
八
二
年
の
半
ば
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ン
キ
ン
に
お

(
6
)
 

け
る
行
動
に
抗
議
を
く
り
か
え
し
て
き
た
曾
紀
津
に
封
し
、
新
た
に
外
相
に
就
任
し
た
デ
ユ
ク
レ
ー
ル

(
2
E
2
↓r
E
C
Z
肘
高
官
⑦
己
完
-

(
7
)
 

百
円
)
は
、
か
れ
と
の
交
渉
を
事
賓
上
打
ち
切
り
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
の
談
判
は
北
京
駐
在
の
ブ
1
レ
公
使
が
行
う
こ
と
を
通
告
し
た
。
こ
れ

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
を
め
ぐ
る
清
備
の
紛
糾
は
、

4 

は
曾
紀
淳
と
の
交
渉
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
針
す
る
清
朝
の
宗
主
権
と
フ
ラ
ン
ス
の
サ
イ
コ
ン
候
約
と
の
矛
盾
と
い
う
「
原
則
」
の
問
題
に
陥
つ

て
、
打
開
の
目
途
が
立
た
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
総
理
街
門
は
出
先
の
曾
紀
淳
に
比
べ
て
協
調
的
で
、
そ
の
態
度
に
は
か
な
り
の
温

(
8
)
 

度
差
が
あ
る
、
と
み
こ
し
て
の
も
の
だ
っ
た
。
か
く
て
そ
れ
ま
で
パ
リ
に
あ
っ
た
壁
方
の
「
交
渉
の
重
心
」
は
、
北
京
に
移
る
こ
と
に
な
る
。

(
9
)
 

っ
た
北
京
交
渉
は
、
し
か
し
な
が
ら
現
賓
に
総
理
街
門
と
の
あ
い
だ
で
は
、
日
に
見
え

こ
の
よ
う
に
「
プ

1
レ
の
側
か
ら
の
接
輔
で
始
ま
」

る
成
果
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
。
ブ

l
レ
が
デ
ユ
ク
レ
ー
ル
の
指
示
を
う
け
、

(
日
)

せ
た
書
翰
で
幕
を
切
っ
て
落
と
し
た
や
り
と
り
は
、
一

O
月
二
四
日
、
総
理
街
門
が
「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
越
南
は
中
園
の
属
園

(
E
Pえ

(
U
)
 

伝
宮
口

F
E
r
-同
行
}
H
H

ロ
乙
で
あ
る
」
と
言
及
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
た
も
や
い
わ
ゆ
る
「
原
則
」
の
問
題
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
ブ
l
レ
が
一
一

一
O
月
一
七
日
、
清
朝
側
の
ト
ン
キ
ン
汲
兵
に
閲
し
て
問
い
合
わ



月
一
一
日
に
北
京
を
離
れ
る
ま
で
、
な
お
も
し
ば
し
ば
庭
酬
が
あ
っ
た
も
の
の
、
け
っ
き
ょ
く
何
も
決
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
ブ
|
レ
と
総
理
街
門
と
の
交
渉
を
通
じ
て
、
明
ら
か
に
な
る
貼
が
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
フ
ラ
ン
ス
側
の
姿
勢
で
あ
る
。

ブ
l
レ
は
一

O
月
二
四
日
の
細
川
理
街
門
か
ら
の
書
翰
に
こ
た
え
て
、
「
そ
ち
ら
が
越
南
を
属
国
だ

(
5
5
2
N
2
2
5
H
b
g
乙〉
E
E
)
と
い
い

だ
せ
ば
、
こ
ち
ら
も
保
護
権
を
も
っ
て
い
る
、
と
反
論
せ
(
〈
0
5
0
3
2
2
5
5
官
O
Z
2
c
E
)
ざ
る
を
え
ず
」
、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
か
ら
、

そ
こ
に
は
「
手
を
ふ
れ
な
い
で
(
宮
司
自
与
D
H
L
R
2
口

2
b
p
r
ρ
5
5
8
)
」
、
「
望
ま
し
い
和
解

(
E
2
2三
E
5
5
3
ニb印
HEr-。
)
」
に
達
す

(ロ)

る
ほ
う
が
よ
い
、
と
言
明
し
た
。
ブ

I
レ
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
、
と
も
か
く
も
ト
ン
キ
ン
の
「
現
版
維
持

(
-
2
5
5
t
g
E
h笠
宮

(
日
)

言
。
)
」
と
い
う
志
向
と
言
質
を
、
清
朝
側
か
ら
引
き
出
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
側
の
姿
勢
、
少
な
く
と
も
こ
の
交
渉

に
お
け
る
ブ
l
レ
の
閲
心
と
方
針
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
「
現
状
維
持
」
を
は
か
る
に
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
内
賓
を
い
か
に
定
め
る
か
に
あ
っ
た

の
が
み
て
と
れ
る
。
か
れ
が
清
朝
の
「
宗
主
権

2
5日
目
見
広
)
」
、
も
し
く
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
保
護
権
(
官
DF020E)
」
と
い
う
「
原
則
」
の

5 

問
題
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
雨
者
が
理
論
的
に
相
容
れ
な
い
が
た
め
に
、
壁
方
の
行
動
を
相
互
に
規
制
で
き
ず
、
現
賓
の
情
勢
に
ま
で
影

響
を
お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
と
き
清
併
聾
方
が
安
協
に
達
し
な
か
っ
た
の
は
、

や
は
り
清
朝
側
が
「
原
則
」
に
執
着
し
、
「
和
解
」
の
具
瞳
化

が
か
な
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
そ
う
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
で
い
ま
ひ
と
つ
、
こ
の
交
渉
経
過
で
お
さ
え
て
お
く
べ
き

黙
は
、
総
理
街
門
が
ま
っ
た
く
ブ
l
レ
の
よ
び
か
け
に
と
り
あ
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

一
一
月
四
日
護
の
ブ
l
レ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
通
語
官
の
フ
ラ
ン
ダ
ン

(
7
2
Z
出
石
苦
々
な

p
g岳
ロ
)
は
、
総
理
街
門
大
臣
の
王
丈
詔
か

ら
「
極
秘
裏
に

(
Z
:ロロ
E
E
z
-
-
2
8
Y
B
Mえ
b
5
5
2
8ご
HMmBO)
」
フ
ラ
ン
ス
と
「
容
易
に
和
解
に
達
す
る
」
方
策
を
示
さ
れ
た
。
そ
れ

は
「
ト
ン
キ
ン
の
保
護
権

(
-
3
5
H
E
C
E
Lロ
ロ
ロ
rE)
を
分
割
し
」
、
「
清
朝
は
紅
河
以
北
を
、

(
見
)

い
う
も
の
で
あ
る
。
ブ
1
レ
は
折
し
も
、

フ
ラ
ン
ス
は
以
南
を
す
べ
て
占
領
す
る
」
と

ハ
ノ
イ
駐
在
領
事
ケ
ル
ガ
ラ
デ
ッ
ク
(
匡
o
E
E
H
O
P
E
-
-
o
y
-
g
E
R
5
ピ
甘
B
E
F
E
E
-
o
p

戸υ 

F
H
m己
主
2
)
か
ら
「
私
信
」
に
て
、
中
国
国
境
地
帯
に
「
一
種
の
緩
街
地

(
E
0
2
1
2
F
5
5
-
2
0
H
5
5
5
)
」
を
設
け
て
、
清
朝
と
の
衝
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(
日
)

突
を
避
け
る
べ
し
、
と
の
進
言
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
王
丈
詔
の
提
案
に
ま
っ
た
く
の
無
関
心
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
ブ
l
レ
と
総
理

街
門
と
の
交
渉
の
な
か
で
、
清
悌
「
和
解
」
の
模
索
は
、
こ
の
よ
う
に
具
瞳
的
な
提
案
も
出
て
、
そ
れ
な
り
に
歩
を
進
め
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
こ
の
「
保
護
権
」
「
分
割
」
案
は
、
北
京
で
は
そ
れ
以
上
の
進
展
を
み
な
い
ま
ま
、
交
渉
は
ひ
と
ま
ず
終
結
し
て
し
ま
う
。
少
な

く
と
も
以
後
の
交
渉
経
過
を
記
す
フ
ラ
ン
ス
側
の
史
料
に
は
、
開
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

こ
の
問
題
に
闘
し
て
、
興
味
あ
る
記
述
を
残
す
の
は
、
清
朝
側
の
史
料
で
あ
る
。
翌
年
は
じ
め
に
総
理
街
門
が
上
っ
た
奏
摺
の
な
か
に
、

ブ
l
レ
と
の
交
渉
経
過
を
概
述
し
た
く
だ
り
が
あ
る
。

嗣
い
で
該
使
臣
、
特
に
京
を
出
で
津
に
赴
か
ん
と
す
る
に
因
り
て
、
臣
等
、
之
と
来
往
舎
陪
し
、
法
越
の
一
事
に
談
及
せ
り
。
該
使
臣
先

サ
イ
ゴ
ン

づ
、
其
の
西
貢
総
督
の
緋
理
善
か
ら
ざ
る
を
処
口
め
、
雨
固
は
員
を
汲
し
て
法
を
設
け
て
商
耕
せ
ん
と
商
及
し
、
又
た
「
越
南
の
中
園
の
各

(
凶
)

省
に
耽
連
し
た
る
は
、
中
圃
の
保
護
に
蹄
さ
ん
」
と
言
ふ
。

「
本
年
九
月
初
六
日
」

つ
ま
り
一

O
月
一
七
日
の
交
渉
開
始
か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
引
用
に
つ
づ
く
丈
章
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ブ

1
レ
の
ほ

6 

う
が
、
清
悌
か
ら
代
表
を
出
し
て
協
議
す
る
こ
と
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
中
固
に
隣
接
す
る
地
域
を
清
朝
の
「
保
護
」
下
に
置
く
こ
と
を
提
案
し
た
、

と
い
う
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ブ

1
レ
が
デ
ユ
ク
レ
ー
ル
に
あ
て
た
報
告
に
は
、
代
表
に
よ
る
協
議
は
、
王
丈
詔
が
も
ち
か
け
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
中
園
の
隣
接
地
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
治
安
を
守
る

(
B
E
E
F
O
B
F
2
0
5
Z
E
芯

2
E
b
)
た
め
の
方
策
を
検
討

(
汀
)

す
る
」
案
を
、
同
じ
く
王
丈
詔
の
ほ
う
か
ら
提
起
し
て
お
り
、
雨
者
の
記
録
が
く
い
ち
が
っ
て
い
る
。
提
案
し
た
主
躍
も
逆
で
あ
り
、
そ
の
表

現
も
「
保
護
に
婦
さ
ん
」
と
「
治
安
を
守
る
」
と
で
、
か
な
り
径
庭
が
あ
る
。
こ
の
ブ
l
レ
の
報
告
と
同
じ
交
渉
内
容
を
惇
え
た
は
ず
の
曾
紀

淳
あ
て
電
報
に
は
、

フ
1
レ

フ

日

フ

ン

ス

賓
言
へ
ら
く
「
法
廷
は
西
貢
細
川
督
の
緋
理
回
目
昧
な
る
を
各
め
り
、
法
の
本
意
に
非
ず
し
て
、
法
は
只
だ
約
が
如
く
せ
ん
こ
と
を
要
む

わ

れ

わ

れ

る
の
み
。
貢
督
、
賓
使
に
託
し
て
調
停
せ
し
め
ん
と
す
。
賓
意
ふ
に
中
圃
先
づ
兵
を
撤
し
、
再
め
て
各
の
欽
差
を
抵
し
、
此
の
事
を
商
緋

ブ
1
レ

せ
ん
と
欲
す
」
と
。
答
へ
て
以
く
「
兵
速
か
に
撤
す
る
に
便
な
ら
ず
。
若
し
各
の
欽
差
を
抵
さ
ば
、
白
づ
か
ら
商
灘
す
べ
し
」
と
。
賓
、



麿
に
商
す
べ
き
の
大
暑
を
問
ふ
。
答
へ
て
以
く
「
約
そ
三
端
有
り
。
遺
界
・
商
務
・
及
び
越
須
ら
く
以
て
自
立
す
る
有
る
べ
し
」
と
。
賓
、

遺
界
の
説
を
詞
ぬ
。
告
ぐ
る
に
以
く
「
華
、
畳
に
越
を
削
る
の
意
有
ら
ん
や
。
越
北
の
各
省
、
多
く
雲
・
卑
と
枇
連
せ
る
に
因
り
て
、
必

ず
保
護
す
る
を
要
む
」
と
。
賓
云
へ
ら
く
「
若
し
以
後
、
越
北
の
各
省
は
華
の
護
に
蹄
し
、
南
は
法
の
護
に
時
さ
ば
、
何
如
」
と
。
答
へ

と
い
う
。
こ
れ
は
八
二
年
一

て
以
く
「
亦
た
麿
に
商
す
べ
き
の
列
に
在
り
」
と
。
賓
云
く
「
祇
員
の
一
説
、
首
ち
に
即
ち
に
外
部
に
達
知
せ
ん
」
と
。

(
回
)

一
月
一
一
一
日
に
護
送
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
は
っ
き
り
、
い
わ
ゆ
る
「
保
護
権
」
の
「
分
割
」
を
ブ
l
レ

の
護
案
だ
と
い
い
き
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
劃
箭
が
生
じ
た
原
因
、
員
相
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
明
白
な
の
は
、
北
京
で
は
こ
の
よ
う
な
具
瞳
案
が
出
て
、
歩
み

寄
り
の
契
機
は
あ
り
な
が
ら
も
、
何
も
決
定
を
み
な
か
っ
た
こ
と
、
交
渉
は
一

一
月
の
後
宇
か
ら
、
天
津
に
舞
牽
を
、
つ
つ
し
た
こ
と
で
あ
る
。

天

i幸
チず

ノ」

j歩

7 

し
た
が
っ
て
天
津
に
お
け
る
、
ブ
1
レ
と
北
洋
大
臣
李
鴻
章
と
の
交
渉
は
、
ほ
ぼ
北
京
交
渉
の
継
績
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

フ
ラ
ン
ス

側
は
交
渉
嘗
事
者
が
か
わ
っ
て
い
な
い
し
、
細
川
理
街
門
は
前
註
(
日
)
の
引
用
丈
に
つ
づ
い
て
、
「
そ
こ
で
以
上
の
事
情
を
函
で
署
北
洋
大
臣
李

鴻
章
に
つ
た
え
、

フ
ラ
ン
ス
公
使
ブ
1
レ
が
天
津
に
来
た
ら
、
臨
機
麿
饗
に
封
庭
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
」
と
述
べ
、
ま
た
李
鴻
章
の
ほ
う
も
、

先
だ
っ
て
一
一
月
九
日
・
一
一
月
一
一
一
日
の
公
函
を
拝
受
、
お
示
し
の
フ
ラ
ン
ス
公
使
ブ
l
レ
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
を
協
議
な
さ
れ
た
問

答
節
略
は
、
い
っ
さ
い
謹
ん
で
承
り
ま
し
た
。

(
刊
日
)

と
麿
じ
て
い
る
。
と
く
に
「
問
答
節
略
」
と
い
う
の
は
、
日
附
か
ら
み
て
も
、
前
註
(
日
)
に
引
用
し
た
曾
紀
津
あ
て
電
報
と
内
容
を
同
じ
く
す

(

町

山

)

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
李
鴻
章
の
交
渉
に
臨
む
姿
勢
も
、
上
で
み
て
き
た
北
京
交
渉
で
の
論
貼
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
津
の
李
・
ブ
1

レ
交
渉
を
そ
う
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
清
悌
讐
方
の
利
害
関
心
も
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

7 

」
の
交
渉
は
貰
質
的
に
、
わ
ず
か
二
日
間
で
ま
と
ま
っ
た
。

一
一
月
二
七
日
に
天
津
の
フ
ラ
ン
ス
領
事
館
で
李
鴻
章
と
ブ
l
レ
が
曾
談
し
、
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お
お
よ
そ
の
合
意
が
な
り
、
翌
日
そ
れ
に
も
と
づ
き
、

ブ
l
レ
が
用
意
し
た
草
稿
を
馬
建
忠
と
の
協
議
を
通

じ
て
成
文
化
し
た
も
の
が
、

一
一
一
ヵ
僚
の
い
わ
ゆ
る

李
・
ブ
l
レ
覚
書
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
「
村
豊
方
が
若
干
里
撤
退
す
る
、

口
固
境
と
ソ
ン
コ
イ
河
の
あ
い
だ
の
中
間
地
帯
を
二

分
し
、
そ
の
北
側
を
中
園
が
、
南
側
を
フ
ラ
ン
ス
が

「
巡
査
保
護
」
す
る
、
臼
ト
ン
キ
ン
の
現
賦
を
維
持

す
る
、
」
「
つ
ま
り
一
種
の
緩
衝
地
帯
を
設
置
し
ょ

(
社
)

う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
北
京

8 

交
渉
以
来
の
模
索
が
賓
を
結
ん
だ
か
の
よ
う
な
内
容

な
の
だ
が
、
こ
れ
で
果
た
し
て
、
壁
方
の
争
貼
は
ま

っ
た
く
解
消
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
第
三
僚
を
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
漢
丈
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

今
沿
境
に
事
を
滋
く
す
る
匪
徒
を
駆
逐
し
、
地

面
を
し
て
以
て
治
理
平
静
す
る
を
得
せ
し
め
ん

が
矯
め
、
中
・
法
雨
固
圃
家
は
、
雲
南
・
麿
西

の
界
外
と
紅
江
と
の
中
間
の
地
に
在
り
て
、
鷹



に
界
限
を
劃
定
し
、
界
北
は
中
園
の
巡
査
保
護
に
時
し
、
界
南
は
法
園
の
巡
査
保
護
に
揮
す
べ
し
。
中
・
法
は
互
ひ
に
約
し
て
永
く
此
の

局
を
保
つ
を
申
明
し
、
並
び
に
互
ひ
に
相
ひ
約
を
立
て
、
越
南
北
析
の
現
有
の
全
境
を
持
て
、
永
遠
に
保
全
し
、
以
て
日
後
の
外
来
侵
犯

(
沼
)

の
事
を
拒
ま
ん
。

こ
れ
に
相
官
す
る
悌
丈
テ
キ
ス
ト
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ト
ン
キ
ン
を
荒
ら
し
搾
取
し
て
い
る
匪
賊
を
一
掃
し
、

そ
こ
に
治
政
を
も
た
ら
し
治
安
を
守
る
た
め
に
、
雨
政
府
は
紅
河
と
清
朝
国
境
と

の
聞
の
地
域
に
共
通
の
境
界
線
を
引
く
こ
と
で
合
意
す
る
。
そ
の
境
界
線
以
北
の
地
域
は
、
清
朝
の
監
頑
の
も
と
に
置
き
(
主
日
仏
:
0
5

F
E
H〈
2
-
-
8
2
p
r
h
rロO
)

、
以
南
の
地
域
は
フ
ラ
ン
ス
首
局
の
監
覗
の
も
と
に

(
8
5
2
F
F
;戸
Z
E
Z
E
5
2
2
)
あ
る
も
の
と

す
る
。
清
朝
と
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
よ
う
に
と
り
き
め
た
現
状
を
維
持
し

(
E
E
g弓
広
告
さ
ぬ
き
て
そ
の
範
圏
内
に
お
い
て
、
外
か
ら
攻

(
お
)

撃
を
加
え
ん
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
企
て
か
ら
、
永
久
に
ト
ン
キ
ン
を
保
全
す
る
こ
と
を
互
い
に
約
す
る
も
の
と
す
る
。

9 

大
づ
か
み
な
意
味
内
容
は
、
雨
者
ち
が
い
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
前
者
の
「
巡
査
保
護
」
と
い
う
丈
言
で
あ
る
。

悌
丈
テ
キ
ス
ト
で
こ
れ
に
あ
た
る
の
は
「
監
頑
」
で
あ
っ
て
、
漢
文
テ
キ
ス
ト
で
最
密
に
い
え
ば
、
「
巡
査
」
の
み
に
相
賞
す
る
表
現
で
あ
ろ

、
「
ノ
。

こ
れ
は
決
し
て
偶
然
の
組
離
で
は
な
い
。

い
ず
れ
も
「
匪
賊
を
一
掃
し
」
「
治
安
を
守
る
」
と
い
う
同
じ
行
動
内
容
、
「
現
状
を
維
持
し
」

「
ト
ン
キ
ン
を
保
全
す
る
」
と
い
う
同
じ
行
動
目
的
を
指
し
な
が
ら
、

ブ

l
レ
が
併
丈
テ
キ
ス
ト
で
、
「
保
護
」
に
あ
た
る
術
語
を
こ
と
さ
ら

に
避
け
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

一
一
月
二
七
日
の
李
・
ブ
l
レ
舎
談
を
記
し
た
記
録
で
は
、
こ
の
「
保
護
」
と
い
う

表
現
が
し
き
り
に
や
り
と
り
さ
れ
た
こ
と
を
つ
た
え
、

し
か
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、
別
の
諜
語
を
あ
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ

の
漢
文
テ
キ
ス
ト
は
、

9 

答
へ
て
云
へ
ら
く
は
「
:
:
:
今
法
園
、
越
南
の
事
宜
を
議
灘
す
る
は
、
首
に
上
に
中
園
の
藩
服
を
綬
撫
す
る
の
心
を
安
ん
じ
、
外
に
君
一
十
橡

鼓
筆
の
論
を
息
む
る
を
以
て
、
第
一
の
要
義
と
矯
す
べ
し
。
雨
圃
若
し
大
臣
を
祇
し
舎
議
せ
ば
、
宜
し
く
僚
約
の
上
に
於
て
載
明
す
ら
く
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〈
法
園
は
越
南
を
認
め
て
中
園
の
藩
属
と
矯
す
、
中
・
法
雨
園
は
公
同
に
保
護
し
、
以
て
睦
誼
を
敦
う
す
〉
等
の
語
あ
る
べ
き
に
似
た
り
。

則
ち
謡
言
を
造
作
す
る
者
、
肢
に
霜
口
す
る
所
無
く
し
て
、
中
国
の
藩
服
を
綬
撫
す
る
の
心
も
、
亦
た
柏
や
安
ん
ず
べ
し
。
:
:
:
」

の
四
字
は
、
恐
ら
く
は
分
別
甚
だ
し
く
は
清
楚
な
ら
ざ
ら
ん
。
越
南
、
中
園
の
属
邦
矯
ら
ぱ
、

則
ち
中
園
田
よ
り
越
南
を
保
護
す
る
の
権
有
り
、
如
し
預
め
界
限
を
分
た
ず
ん
ば
、
日
後
必
ず
相
ひ
責
成
を
設
し
、
相
ひ
権
利
を
争
ふ
の

庭
有
ら
ん
。
且
つ
法
園
の
越
南
を
保
護
す
る
の
権
は
、
之
を
中
園
に
得
た
る
か
、
抑
も
自
ら
之
を
有
す
る
か
。
中
華
は
越
南
の
上
圏
第
ら

賓
云
へ
ら
く
「
:
:
:
但
し
〈
公
同
に
保
護
〉

ば
、
今
法
園
を
し
て
越
南
を
保
護
せ
し
め
ん
か
、
是
れ
保
護
の
権
を
以
て
法
固
に
授
く
る
な
り
。
如
し
法
園
自
ら
其
の
権
を
有
せ
ん
か
、

(
討
)

是
れ
中
園
既
に
己
に
越
南
を
保
護
せ
り
実
、
而
も
法
園
復
た
之
を
保
護
す
、
其
の
事
甚
だ
し
く
は
便
な
ら
ざ
る
な
り
。
」

と
あ
り
、
こ
れ
に
相
首
す
る
悌
丈
テ
キ
ス
ト
は
、

「
以
下
の
よ
う
に
宣
言
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

一
方
で
清
朝
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
、
す
で
に
サ
イ
ゴ
ン
六
州
で
行
使
し
て
い
る
ヴ
ェ
ト
ナ

10 

ム
に
お
け
る
宗
主
権

(
5
5
2
N
2
2
5
F
b
F
E
E
-
E山
田
)
を
承
認
す
る
。
他
方
で
フ
ラ
ン
ス
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
残
り
の
地
方
に
釘
す

る
清
朝
の
宗
主
権

(
Z
出口
5
3
2
b
借

z
n
E
E
念
5
-
2
2
z
r
Eロ
E
E
)
を
承
認
す
る
。
そ
こ
で
は
雨
圃
が
共
同
で
保
護
権
を
行
使

す
る
(
可

O
H
0
5
2
r
p
o
Z
2
2
9
H
2
2
2
E
O
B
B
Z
Zロ
ロ

2
由
)
、
と
。
こ
の
よ
う
に
宣
言
す
る
の
が
、
も
っ
と
も
多
く
の
納
得
を
え
る
や

り
方
だ
し
、
こ
れ
な
ら
フ
ラ
ン
ス
の
利
害
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
清
朝
の
白
隼
心
(
口
♀
H
O
E
D
R
宮

oyo)
も
守
ら
れ
る
o
」

「
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
全
躍
で
は
な
く
、
ト
ン
キ
ン
の
こ
と
だ
け
で
す
。
宗
主
権
と
保
護
権
と
い
う
言
葉

(ロ

2
5
c
z
p
g
N
0
5
5
2
b
2
令

官
2
0
2
0
5円
)
は
、

そ
れ
を
定
義
づ
け
る
作
業
を
し
て
か
ら
で
な
く
て
は
、

む
す
び
つ
け
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
保
護
権
に
共
同
す
る
こ
と
を
含
ま
せ
る

(
C
g
B
B
5
2芯
E
E
F
官

2
2
5日
乙
な
ら
、
そ
こ
に
は
分
割

(
E
宮

E問

巾

)

(
お
)

が
必
要
で
し
ょ
う
。
清
朝
が
何
を
お
望
み
な
の
か
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま
せ
ん
o
」

と
い
う
。
襲
方
の
丈
章
は
繁
簡
の
み
な
ら
ず
構
成
に
も
、
か
な
り
の
く
い
ち
が
い
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
漢
語
で
「
保
護
」
と
い
っ
た
場
合
に
は
、

必
ず
-
u
H
O
芯

2
0
3
H
と
い
う
術
語
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
「
宗
主
権

(
E
N
R
E



こ
れ
は
認
識
・
用
法
と
し
て
は
正
し
い
。
そ
も
そ
も
李
鴻
章
の
交
渉
は
、
細
川
理
街
門
む
け
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
〈
〔
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
が
〕
中
国

(
お
)

の
藩
封
だ
〉
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
問
題
に
入
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
考
え
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ブ
1
レ
が
「
明
ら
か
に
我
が
属
国
で
あ

る
の
を
知
り
な
が
ら
」
、
そ
こ
に
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
李
鴻
章
と
し
て
は
、
ま
ず
こ
の
こ
と
で
「
開
宗
明
義
」
し
て
お

き
、
し
か
る
の
ち
に
ブ
l
レ
が
「
た
だ
、
清
朝
・
フ
ラ
ン
ス
が
た
が
い
に
保
護
し
あ
い
、
境
界
を
劃
定
す
る
こ
と
を
み
と
め
さ
え
す
れ
ば
、
、
ヴ

(
幻
)

エ
ト
ナ
ム
が
清
朝
の
属
邦
だ
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ず
と
も
わ
か
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
方
針
だ
っ
た
。
清
朝
側
が
北
京
交
渉
以
来
、
ト
ン

キ
ン
南
北
勢
力
劃
定
案
を
支
持
し
た
ね
ら
い
は
、
こ
こ
に
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
る
。
清
朝
に
闘
す
べ
き
勢
力
固
に
「
保
護
」
を
留
保
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

そ
の
「
保
護
」
が
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
が
「
属
邦
」
た
る
こ
と
の
詮
明
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
ブ
l
レ
が
、
「
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
保
護
権
も
し
く
は
宗
主
権
と
い
う
理
論
的
な
問
題

2
2
A
5
5
2
2広
025ω
忌
官
O
H
Z
Z
E

(
お
)

D
=
r
z
N
O
S
5
2
b
)
を
、
棚
上
げ
に
」
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
交
渉
方
針
か
ら
し
て
雷
然
だ
っ
た
。
か
つ
ま
た
か
れ
は
、
現
賓
の

(
却
)

「
治
安
」
確
保
と
「
和
解
」
成
立
の
た
め
、
ト
ン
キ
ン
の
南
北
勢
力
劃
定
案
に
必
ず
し
も
反
封
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
李
鴻
主
早
か
ら
、
勢
力

11 

劃
定
と
関
わ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
宗
主
権
」
と
不
可
分
な
「
保
護
」
と
い
う
概
念
を
出
さ
れ
て
は
、
安
易
に
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

壁
方
の
利
害
は
し
た
が
っ
て
、
と
も
に
ト
ン
キ
ン
の
「
現
状
」
を
動
か
さ
な
い
こ
と
を
望
み
つ
つ
、
同
時
に
清
朝
側
は
、
「
保
護
」
と
い
う

漢
語
概
念
で
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
封
す
る
「
宗
主
権
」
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
に
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
側
は
サ
イ
ゴ
ン
候
約
の
存
在
を
暗
献
の
前
提

に
し
な
が
ら
、
「
理
論
的
な
問
題
」
、
「
保
護
権
」
「
宗
主
権
」
と
い
う
術
語
を
避
け
る
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
雨
者
は
衝
突
を
回
避
す
る
行
動

と
し
て
は
同
じ
方
針
な
が
ら
、
概
念
規
定
は
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
を
向
い
て
い
た
。

そ
こ
で
雨
者
が
安
協
す
る
に
は
、
合
意
で
き
る
行
動
を
明
確
に
規
定
す
る
と
同
時
に
、
矛
盾
す
る
概
念
は
聾
方
と
も
に
納
得
で
き
る
表
現
に

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
李
・
ブ
l
レ
畳
書
の
悌
丈
テ
キ
ス
ト
が
、
「
保
護
権
(
官
0
5
2
0
E
)
」
と
い
わ
ず
に
「
監
覗

(ω
日
2
己
目
口
ぬ
こ
と
し
、

11 

「
馬
建
忠
が
語
出
」
し
た
漢
文
テ
キ
ス
ト
で
、
そ
れ
を
「
巡
査
保
護
」
と
い
う
の
は
、
け
だ
し
そ
う
し
た
苦
心
の
産
物
で
あ
ろ
う
。
「
保
護
」
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は
、
漢
文
で
は
言
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
備
丈
で
は
言
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
馬
建
忠
が
候
丈
確
定
に
あ
た
っ
て
、
「
ブ
1

レ
公
使
が
起
稿

(
別
)

し
、
三
時
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
討
論
し
、
草
稿
は
七
た
び
八
た
び
改
め
て
、
よ
う
や
く
完
成
し
た
」
と
報
告
し
た
の
も
、
あ
な
が
ち
誇
張
で

は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。ブ

l
レ
の
解
任

(
況
)

ブ
l
レ
は
天
津
で
畳
書
を
合
意
し
た
の
ち
、
そ
の
趣
旨
を
あ
ら
た
め
て
北
京
の
総
理
街
門
に
知
ら
せ
、
そ
の
承
認
を
も
と
り
つ
け
た
う
え
で
、

(
犯
)

本
圃
に
報
告
・
打
電
し
た
。
さ
き
に
パ
リ
に
と
ど
い
た
、
そ
の
電
報
の
丈
面
に
い
う
。

直
隷
総
督
と
む
す
び
、
総
理
街
門
も
同
意
し
た
協
定
案
が
、
次
の
便
に
で
と
ど
き
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
雲
南
の
開
放
、

フ
ラ
ン
ス
の
ト

か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
〔
攻
撃
の
〕
企
て
に
封
す
る
こ
の
情
況
の
相
互
保
護
、

ン
キ
ン
保
護
の
承
認

(
H
O
S
E
2
S
5
2
F
-
3
5
5
5
Z
5
2
5
2
g
pロ
)
|
|
た
だ
し
中
園
圃
境
ぞ
い
の
地
域
は
除
く
|
|
、
外

(
お
)

で
す
。
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ぃ
原
俄
・
錯
誤
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
け
れ
ど
も
前
節
の
考
察
に
鑑
み
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
貼
に
お
い
て
精
確
な
措
辞
だ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ

、円ノ
O

こ
の
場
合
の
「
保
護
(
官
♀

2
5ロ
)
」
は
、
サ
イ
ゴ
ン
候
約
に
も
明
記
す
る
術
語
だ
が
、
巌
密
に
い
え
ば
、
行
動
を
あ
ら
わ
す
抽
象
名
詞
で

あ
っ
て
、
「
保
護
権
」
と
い
う
語
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
と
す
る
。
畳
書
偽
丈
テ
キ
ス
ト
の
「
監
覗

2
2
5
L
-
S
2
)」
、
あ
る
い
は
北
京
交
渉

時
に
使
っ
た
「
治
安
を
守
る
」
と
い
う
丈
言
と
同
じ
内
容
を
指
し
、

し
か
も
な
お
か
っ
そ
の
行
動
を
、

フ
ラ
ン
ス
が
サ
イ
ゴ
ン
燦
約
で
明
記
し

な
い
な
が
ら
も
事
賓
上
、
獲
得
し
て
い
た
「
保
護
権
」
に
む
す
び
つ
け
る
語
棄
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
じ
じ
っ
同
時
代
の
記
録
は
、(

但
)

こ
れ
を
「
ト
ン
キ
ン
に
封
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
権
の
承
認
(
お
口
口
口

E
5
8
2
E
官
三

2
Z
E
E
5
2
切戸同、
H
S
Eロ
)
」
と
言
い
換
え
て
い
る

(
犯
)

し
、
ブ
l
レ
自
身
も
の
ち
に
は
、
意
識
的
か
無
意
識
的
か
、
同
様
の
言
い
換
え
を
し
て
い
る
。
首
時
の
フ
ラ
ン
ス
側
が
め
ざ
し
た
と
こ
ろ
の
心

づ
も
り
で
は
、
首
然
そ
う
理
解
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
果
た
し
て
、
目
覚
書
を
も
っ
て
清
朝
が
「
ト
ン
キ
ン
に
封
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
保
護



権
」
を
承
認
し
た
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
文
面
と
経
緯
か
ら
、
そ
も
そ
も
覚
書
の
は
ら
ん
で
い
た
問
題
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

デ
ユ
ク
レ
ー
ル
外
相
は
こ
の
知
ら
せ
を
、
つ
け
て
、

一
八
八
三
年
一
月
九
日
、
李
・
ブ
1
レ
畳
圭
日
を
承
認
す
る
こ
と
に
し
た
。
け
れ
ど
も
ま
も

な
く
、
ブ
l
レ
の
正
式
か
つ
具
瞳
的
な
報
告
書
が
と
ど
く
前
に
、

デ
ユ
ク
レ
ー
ル
外
相
は
任
を
去
り
、

一
一
月
一
一
一
日
に
第
二
次
フ
ェ
リ
内
閣
が

成
立
す
る
。
こ
の
新
政
権
は
ま
も
な
く
李
・
ブ
1
レ
覚
書
を
否
認
し
、

ブ
l
レ
は
召
還
を
命
ぜ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
ブ
l
レ
召
還
は
法
律
問
題

(
お
)

の
よ
う
だ
が
、
賓
際
は
全
く
の
政
治
的
問
題
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
が
政
権
交
代
に
よ
っ
て
、
外
交
方
針
を
あ
ら
た

め
た
、
と
い
う
に
あ
り
、
昔
時
の
李
鴻
章
が
「
折
し
も
フ
ラ
ン
ス
本
圃
で
内
紛
が
あ
り
、
政
権
が
か
わ
っ
て
翻
然
と
政
策
を
間
変
更
し
、
ま
た

(
幻
)

ブ
l
レ
公
使
を
解
任
召
還
し
た
」
と
論
じ
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
清
朝
側
の
み
か
た
に
即
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
ま
っ
た
く
誤
っ
て
い
る
、

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
い
わ
ゆ
る
「
法
律
問
題
」
、
換
言
す
れ
ば
、
李
・
ブ
l
レ
覚
書
に
内
在
し
た
問
題
が
、
ま
っ
た
く
作
用
し

な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

三
月
五
日
、

(
お
)

ブ
l
レ
解
任
を
命
じ
た
電
報
に
、
「
こ
の
覚
書
に
は
わ
れ
わ
れ
の
同
意
で
き
な
い
譲
歩
が
し
で
あ
る
」
と
い
う
。

フ
ラ
ン
ス
側

13 

と
し
て
は
そ
も
そ
も
、
サ
イ
ゴ
ン
候
約
で
と
り
き
め
た
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
封
す
る
「
保
護
」
を
清
朝
に
み
と
め
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ブ
l
レ
の
交
渉
も
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
前
提
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
李
・
ブ
l
レ
畳
書
で
、
清
朝
が
「
宗
主
権
」
を
完
全
に
放
棄
し
た
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も
清
朝
側
が
「
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
権
」
を
「
承
認
」
し
た
、
と
み
な
す
か
ど
う
か
で
許
慣
が
分
か
れ
た
。
デ
ユ

ク
レ
ー
ル
外
相
が
そ
れ
を
肯
定
的
に
み
た
の
に
封
し
、
フ
ェ
リ
政
権
は
そ
こ
に
「
同
意
で
き
な
」
か
っ
た
。
「
ブ
l
レ
が
清
朝
と
の
交
渉
に
ひ

(
却
)

き
こ
ま
れ
て
遁
を
誤
っ
た
、
と
い
う
意
見
に
達
し
た
」
の
で
あ
る
。

海
軍
大
臣
粂
植
民
地
大
臣
代
理
の
マ
イ
(
出
自
の
D
5
2
2
5
P
富
山
『
可
)
は
こ
れ
に
先
だ
っ
て
、
李
・
ブ
l
レ
内
覚
書
が
「
清
朝
の
宗
主
権
を

承
認
す
る

(
Z
2
5さ
r
p
c
H
H
P
E
E
S
-
E芯
(
r
z
n
r
E⑦
)
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
」
と
い
い
、
「
ノ

l
ス
チ
ャ
イ
ナ
・
ヘ
ラ
ル
ド
」
紙
を

は
じ
め
と
す
る
新
聞
報
道
を
例
に
あ
げ
、
「
ブ
1
レ
氏
は
ト
ン
キ
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
利
害
を
、
完
全
に
は
擁
護
し
な
か
っ
た
」
と
、
外

13 

務
省
に
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
。
李
・
ブ
l
レ
覚
書
は
こ
の
よ
う
に
第
三
者
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
「
保
護
権
」
と
「
雨
立
し
な
い
」
清
朝
の



「
宗
主
権
」
を
も
「
承
認
」

(
削
)

し
た
丈
書
に
映
る
も
の
だ
っ
た
。

14 

ほ
ど
な
く
外
相
に
就
任
し
た
シ
ヤ
ル
メ
ル
川
ラ
ク
1
ル

Q
E亡に
B
S
L

(Uz--2己
FROEH)
は
、
七
月
に
議
舎
下
院
の
答
辞
で
、
覚
書
を
讃
み
上
げ
た
う
え
で
、
そ
れ
は
「
保
護
権
分
割
の
と
り
き
め
に
す
ぎ
な
い

(
H
U
)
 

(
円

2
2
5
1
O
B
O
E
-
o
宮
5
m
o
E
官

CH0202)
」
と
い
い
き
っ
て
い
る
。
ブ

1
レ
が
候
文
作
成
に
あ
た
っ
て
回
避
し
よ
う
と
し
た
は
ず
の
解

轄
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
け
だ
し
清
朝
側
の
ね
ら
い
も
、
そ
こ
に
あ
っ
た
。
前
註
(
幻
)
に
引
い
た
李
鴻
章
の
言
は
、
清
朝
内
部
だ
け
で
通
用

す
る
濁
善
的
な
言
辞
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

覚
書
に
込
め
た
清
朝
側
の
ね
ら
い
は
、

(
必
)

自
国
側
か
ら
出
て
き
た
、
こ
の
よ
う
な
「
非
難
」
は
ブ

l
レ
に
と
っ
て
、
「
正
反
釘
」
で
心
外
き
わ
ま
り
な
い
も
の
だ
っ
た
。
が
、

や
が
て
か
れ
自
身
も
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し

ブ

l
レ
は
上
海
で
解
任
の
電
報
を
う
け
と
る
と
、
そ
れ
に
静
明
し
て
本
固
に
自
分
の
交
渉
経
過
を
説
明
し
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
天
津
に
赴
き
、

李
鴻
章
と
も
舎
談
を
も
っ
た
。
そ
の
と
き
交
わ
し
た
や
り
と
り
を
報
告
し
て
言
う
。

総
督
は
言
葉
を
つ
い
で
、
「
そ
れ
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
封
す
る
清
朝
の
宗
主
権
承
認

(
2
2
E
5
5
5
5
L
H
2
r

14 

E
N
0
5
5
2
b
印
戸
ニ
戸
EEHHH)
を、

は
っ
き
り
拒
む
わ
け
な
の
か
。
し
か
し
こ
の
権
利
は
、
明
々
白
々
、
動
か
し
難
い
。
絶
え
た
こ
と
の
な

い
停
統
で
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
:
:
:
」

「
:
:
:
し
か
も
サ
イ
ゴ
ン
篠
約
は
、
清
朝
を
介
さ
ず
に
結
ば
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
寧
重
す
る
い
わ
れ
は
な
い
。
ま
た

そ
れ
が
北
京
に
通
知
さ
れ
た
と
き
、
ご
存
知
の
と
お
り
、
こ
の
固
に
闘
し
て
は
、
属
邦
(
〈
日
ω
印
山
口
広
)
だ
と
は
っ
き
り
表
明
し
て
お
い
た

(

円

切

)

は
ず
だ
。
そ
ち
ら
が
今
日
と
な
っ
て
は
、
そ
う
思
い
た
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
。
」
・

細
川
督
は
?
づ
け
て
「
:
:
:
ち
ょ
う
ど
い
ま
、
こ
こ
に
嗣
梧
王
の
戸
部
尚
書

(
F
E
E
E
B
F回
目
E
ロロ

2

E

5
叶
戸
一
口
戸
口
)
が
い
る
。
わ
ざ

わ
ざ
か
れ
が
や
っ
て
き
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
と
愛
わ
ら
ぬ
言
葉
を
述
べ
る
た
め
、
属
邦
と
し
て
首
然
受
く
べ
き
援
助

(
E
3
5
5
Z
Z三
伊

F
g担
任
広
)
を
清
朝
に
も
と
め
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
封
抗
す
る
た
め
だ
っ
た
。
か
れ
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
属
邦
た
る
義
務
を
放
棄
せ
ず
に
、



そ
の
恩
典
を
求
め
た
の
で
あ
る
o
」

や
や
あ
っ
て
、
ま
た
い
っ
た
。
「
フ
ラ
ン
ス
は
清
朝
の
宗
主
権
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
う
ト
ン
キ
ン
問
題
に
封
す
る
清
朝
の
介
入
権

を
承
認
し
た
く
な
い
の
か
o
」

わ
た
し
が
反
論
し
た
。

「
し
か
し
、
清
怖
が
合
意
し
た
協
定
の
な
か
で
、
清
朝
の
宗
主
権

(
5
5
F
E
F
Z
N
O
S
E
Z
b
)
は
言
及
な
さ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
で
フ
ラ
ン
ス
も
、
清
朝
が
納
得
で
き
る
表
現
の
は
ず
だ
っ
た
と
理
解
し
た
の
で
す
:
:
:
」

「
な
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
は
わ
れ
わ
れ
の
宗
主
権
を
記
載
し
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
ち
ら
と
し
て
も
、
そ
れ
を
公
式
に
否
認
す
る
意
味

の

(
2
5
V
Nミ
NhbNEshSお
お
む
な
』
室
町
内
」

f
s
G
N
E
こ
と
は
、
何
も
い
わ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
:
:
:
」

(
叫
)

こ
れ
に
「
驚
惇
を
あ
ら
わ
し
た
」
と
述
べ
る
ブ

l
レ
は
、

つ
い
で
北
京
に
の
ぼ
る
と
、
ま
た
も
や
総
理
街
門
か
ら
、
ほ
ほ
同
じ
言
葉
を
聞
か
さ

15 

れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
は
清
朝
の
朝
貢
園

(
E
官
官

E
E
E
R
r
-。
(UF50)
で
、
そ
の
属
固
と
し
て
の
義
務

(
[
-
2
]
P
5
5
p
g
g∞
EHHb)

を
忌
避
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
な
い
し
、
清
朝
政
府
の
ほ
う
は
、
そ
の
園
事
に
干
渉
す
る
義
務
と
権
利
が
あ
る
」
・

わ
た
し
は
つ
と
め
て
、
清
朝
の
宗
主
権

([-2]
骨

2
2
F
Z
N
2
2
5広
P
Z
(
u
r
E巾
)
に
反
封
し
、
そ
れ
は
現
賓
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
観

念
的
、
賓
用
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
感
情
的
な
も
の
(
立
戸
田
甘
E
C
E官
。
二
忠
弘
丘
団
ヨ

1
5
2ロ
C
B
B
E臣
官
〆
E
2
)
だ
と
い
い
、
:
:
:
あ
ら

一
八
七
四
年
の
わ
が
〔
サ
イ
ゴ
ン
〕
候
約
が
締
結
さ
れ
た
と
き
、
清
朝
は
そ
の
反
封
を
し
め
す
た
め
に
何
も
し
な
か
っ
た
し
、

そ
れ
以
来
、
抗
議
は
あ
っ
て
も
、
も
っ
ぱ
ら
空
論

(
E
2
5ロ
否
。
吉
見
B
O
E
F
Zロ
官
。
)
で
し
か
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
。

(
羽
)

「
街
門
は
:
:
:
そ
の
過
去
の
論
法
へ
た
ち
も
ど
っ

(
2
2
5ロ
ニ

ωCロ
包
括
ロ
Z
E
E
Cロ
宮
g
Z
)
」
た
、
と
い
う
と
お
り
、
ま
さ
し
く
「
原
則
」

た
め
て
、

問
題
へ
の
回
婦
で
あ
る
。
け
っ
き
ょ
く
ブ

l
レ
は
、
自
ら
の
失
敗
を
事
賓
上
み
と
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
か
れ
が
交
渉
を
す
す
め
る
に
あ
た

15 

っ
て
、
回
避
し
て
成
果
を
上
げ
た
、
と
信
じ
て
い
た
そ
の
係
争
賠
に
、

い
つ
し
か
ひ
き
も
ど
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
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四

ブ
l
レ
か
ら
ト
リ
ク

l
へ

月
の
は
じ
め
中
国
に
赴
任
、
上
海
で
ま
ち
う
け
て
い
た
李
鴻
章
と
、

ブ
1
レ
の
後
任
が
到
着
す
る
ま
で
、
駐
日
公
使
の
ト
リ
ク
1
(〉
片
手
己
、
叶
ロ

g
戸
)
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
を
協
議
す
る
全
権
特
使
と
し
て
、
六

(
必
)

さ
っ
そ
く
交
渉
を
は
じ
め
た
。
し
か
し
そ
の
交
渉
は
、
上
の
よ
う
な
経
緯

を
う
け
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
や
り
と
り
は
た
ち
ま
ち
、
清
越
宗
属
闘
係
の
是
非
を
問
、
っ
「
原
則
」
の
問
題
に
陥
っ
て
停
頓
す
る
。
ト
リ

ク
ー
は
解
任
後
の
ブ
l
レ
と
同
じ
陸
酬
を
く
り
か
え
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、

一
八
七
五
年
昔
時
の
サ
イ
ゴ
ン
燦
約
承
認
問
題

に
ま
で
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
議
論
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ
の
や
り
と
り
の
一
端
を
清
朝
側
の
史
料
で
み
て
お
こ
う
。
ま
ず
六
月
八
日
の
舎
談
。

答
へ
て
以
く
「
:
:
:
但
だ
越
は
久
し
く
中
圃
の
属
邦
矯
り
、
貴
園
は
断
じ
て
中
圃
に
勉
強
し
て
認
め
ざ
ら
し
め
難
し
」
と
o

l
リ
ク
1

脱
云
へ
ら
く
「
越
の
中
園
の
属
邦
矯
る
は
、
法
園
、
甲
戊
に
約
を
立
て
し
自
り
以
後
、
己
に
明
文
有
り
て
、
断
じ
て
肯
認
せ
ず
。
中
園

必
ず
自
ら
越
南
の
上
園
と
認
め
ん
と
欲
す
る
に
至
り
で
は
、
本
圃
も
亦
た
相
ひ
強
ひ
難
し
。
之
を
細
川
ず
る
に
、
今
日
務
め
て
須
ら
く
詞
明

16 

す
べ
き
貴
園
の
意
は
、
他
日
、
越
南
を
或
い
は
明
助
し
或
い
は
暗
助
し
以
て
我
を
攻
め
ん
と
す
る
や
否
や
に
あ
り
。
本
圃
切
に
明
ら
か
に

(
灯
)

此
の
意
を
知
り
、
以
て
調
兵
の
数
日
を
定
め
ん
と
願
ふ
。
:
:
:
」
と
。
.

つ
ぎ
に
六
月
一
七
日
。

脱
使
来
見
し
た
る
に
、
擦
へ
て
彼
園
の
外
部
の
電
報
を
有
す
。
其
れ
を
し
て
繕
語
に
朗
調
せ
し
め
て
、
日
く
「
汝
問
へ
、
中
国
如
し
法
と

和
を
失
は
ん
と
欲
さ
ば
、
我
己
に
珠
備
し
た
る
こ
と
整
斉
た
れ
ば
、
断
じ
て
因
循
退
譲
せ
ず
。
如
し
中
園
兵
を
祇
し
、
越
南
を
明
ら
か
に

助
く
れ
ば
、
或
い
は
暗
か
に
助
く
れ
ば
、
先
づ
説
明
す
べ
し
、
と
。
如
し
越
を
助
け
ず
ん
ば
、

一
の
確
賓
な
る
患
擦
を
取
る
を
要
す
、
電

覆
せ
よ
」
等
語
あ
り
。

答
へ
て
以
く
「
中
園
は
並
び
に
法
固
と
和
を
失
ふ
を
願
ふ
の
意
無
し
。
但
だ
越
は
中
華
の
属
園
清
る
こ
と
、
己
に
数
千
百
年
、
法
は
我
に



強
ひ
て
認
め
ざ
ら
し
む
る
能
は
ず
。
此
の
時
、
法
越
既
に
経
に
兵
を
交
ふ
、
想
ふ
に
中
園
は
未
だ
必
ず
し
も
越
を
助
け
ざ
ら
ん
。
然
れ
ど

も
法
、
華
と
続
法
を
安
商
せ
ず
ん
ば
、
塀
ず
る
所
如
何
な
る
を
論
ず
る
無
く
、
華
は
終
に
認
む
る
能
は
ず
」
と
。

脱
云
へ
ら
く
「
法
は
越
南
と
甲
成
の
約
あ
り
た
る
に
、
首
ち
に
即
ち
に
中
国
に
照
合
せ
り
、
現
在
必
ず
須
ら
く
約
に
照
ら
し
て
騨
理
す
べ

し
」
と
。

答
へ
て
云
く
「
甲
戊
の
約
、
首
目
線
署
照
覆
し
て
、
駁
し
て
以
く
〈
越
南
は
是
れ
中
国
の
属
国
た
り
〉
と
。
明
ら
か
に
是
れ
此
の
約
を
認

め
ざ
る
な
り
」
と
。

脱
云
へ
ら
く
は
「
請
ふ
ら
く
は
、
速
や
か
に
園
家
に
電
告
し
て
日
後
の
越
事
を
管
せ
ざ
る
を
明
示
し
、
我
に
一
の
文
書
の
患
擦
を
給
さ
れ

ん
こ
と
を
」
と
。

17 

答
へ
て
云
く
「
此
れ
断
じ
て
行
ふ
能
は
ざ
る
の
事
な
り
」
と
。
・
:

(
必
)

脱
遂
に
念
然
と
し
て
色
を
作
し
衣
を
挽
ひ
て
出
づ
。

ブ
l
レ
の
交
渉
を
経
、
そ
れ
が
挫
折
し
た
以
上
は
、
昔
時
の
よ
う
に
「
原
則
」
を
「
棚
上
げ
に
す
る
」
の
は
、
た
が
い
に
も
は
や
で
き
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。
ト
リ
ク
l
は
上
に
も
見
え
る
と
お
り
、
早
く
も
、
清
朝
側
の
こ
う
し
た
遅
延
「
戦
術
」
、
そ
し
て
不
毛
な
議
論
に
業
を
煮
や
し
、

(
的
)

「
中
途
半
端
な
や
り
方
」
の
危
険
性
を
う
っ
た
え
て
、
断
乎
た
る
措
置
を
建
言
す
る
。

:
フ
ラ
ン
ス
が
清
朝
に
、
協
定
で
き
ま
っ
た
も
の
だ
と
保
護
権
の
承
認

(
5
3
5長
5
5
5
p
o
H
2
0
E
)
を
迫
っ
て
、
拒
ま
れ
て
い

あ
り
ま
し
ょ
う
。
か
く
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
も
清
朝
で
も
損
害
を
う
け
、

る
聞
に
、
清
朝
は
嗣
徳
帝
(
E
H
H
G
O
H
O
R
叶
三
〕
戸
口
)
と
内
密
に
気
脈
を
通
じ
、
共
和
国
政
府
と
の
候
約
に
は
調
印
し
な
い
よ
う
命
ず
る
で

日
々
わ
が
地
位
の
悪
化
を
み
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら

し
め
く
く
り
に
、
さ
き
に
申
し
あ
げ
た
提
案
に
た
ち
も
ど
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、

フ
エ
宮
廷
に
大
き
な
一
撃
を

17 

あ
た
え
、
中
華
帝
国
の
沿
岸
に
海
軍
で
強
力
な
牽
制
を
す
れ
ば
、

い
ま
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
、
ど
う
せ
貰
行
し
な
い
の
だ
、
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と
う
け
と
り
が
ち
だ
っ
た
相
手
の
侮
り
を
挫
く
に
足
り
ま
す
。
ど
う
せ
武
力
を
行
使
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
な
ら
、
せ
め
て
機
を
の
が
さ
ぬ
こ

(
初
)

と
で
す
。

こ
う
し
た
不
信
と
猫
疑
が
ま
も
な
く
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
府
と
の
フ
エ
侠
約
締
結
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
側
の

外
交
は
こ
こ
に
、
大
き
く
韓
換
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

ト
リ
ク
ー
が
こ
の
の
ち
二
カ
月
に
わ
た
っ
て
、
李
鴻
章
と
行
っ
た
交
渉
は
、
い
わ
ば
フ
ラ
ン
ス
側
の
時
間
稼
ぎ
と
牽
制
に
す
ぎ
な
い
、
と
の

批
評
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
首
時
、
フ
ラ
ン
ス
首
局
が
、
外
交
交
渉
の
決
裂
を
望
ま
な
か
っ
た
の
は
事
賓
だ
し
、
そ
の
交
渉
が
進
捗
す
る
に
は
、

何
が
必
要
だ
っ
た
か
を
み
て
お
く
こ
と
も
、
首
時
の
情
勢
を
考
え
る
上
で
、
あ
な
が
ち
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
六
月
末
日
の
命
日
談
は
、
そ
う
し

た
意
味
で
注
目
に
値
す
る
。
李
鴻
章
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
ト
リ
ク
ー
の
ほ
う
か
ら
、

-
:
商
す
る
所
の
緋
法
は
、
総
じ
て
雨
園
の
盟
面
を
保
全
す
る
を
以
て
主
と
矯
す
。
中
園
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
は
越
南
を
認
め
て
属
園

18 

と
矯
さ
ず
、
法
園
も
亦
た
必
ず
し
も
明
ら
か
に
は
保
護
の
権
を
認
め
ず
。
若
し
明
ら
か
に
認
め
ん
と
欲
さ
ば
、
必
ず
互
ひ
に
己
れ
が
見
を

執
り
、
抽
総
じ
て
説
き
得
て
合
擢
し
難
か
ら
ん
。
提
明
す
る
勿
き
の
妙
と
属
す
に
如
か
ず
。
惟
だ
爾
園
自
ら
巳
に
有
す
る
の
権
利
を
保
つ
の

(
日
)

み
。
本
大
臣
賞
ち
に
即
ち
に
一
の
節
略
を
擬
し
、
明
日
持
呈
せ
ん
。
:
:
:

と
よ
び
か
け
て
、
合
意
づ
く
り
を
す
す
め
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
。
現
賓
に
ど
ち
ら
が
上
の
趣
旨
を
言
い
出
し
た
の
か
は
確
言
で
き
な
い
。

し、

プ
1
レ
流
に
い
え
ば
「
棚
上
げ
」
の
、
「
原
則
」
を
明
示
し
な
い
方
式
し
か
、
壁
方
に

(
出
)

と
っ
て
交
渉
を
す
す
め
る
手
だ
て
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
翌
七
月
一
日
ト
リ
ク
ー
が
、
「
宗
主
権
お
よ
び
保
護
権
と
い
う
文
言

(
日
)

を
使
わ
ず
に

2
2
2
E
P
S
H
b
E
E
C
Z
L
2
E
N巾
5
5
2
t
H
L
O
P
2
2
5己
)
」
提
案
し
た
「
節
略
(
言
。
吉
田
E
C口
出
)
」
に
封
し
、

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
経
緯
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

節
略
の
稽
す
る
所
の
各
部
は
、
中
国
の
意
見
と
未
だ
合
は
ず
。
越
南
の
素
よ
り
中
園
の
属
邦
矯
る
は
、
天
下
共
に
知
れ
り
。
今
吾
が
雨
園
、

一
の
雨
に
相
ひ
擬
げ
ざ
る
の
法
を
商
さ
ん
と
欲
す
、
故
に
「
必
ず
し
も
額
然
に
属
邦
・
保
護
の
字
様
を
提
及
せ
ず
」
の
誼
有
り
。
然
れ
ど

も
究
む
る
に
、
額
然
と
属
園
の
名
分
を
棄
却
す
べ
か
ら
ず
。
節
略
の
内
に
稽
す
る
「
中
園
は
額
然
と
或
い
は
暗
中
に
越
事
に
干
預
せ
ざ
る



(
同
)

を
約
明
す
」
の
一
語
が
如
き
は
、
山
豆
に
穎
然
と
属
邦
の
名
分
を
棄
却
す
る
に
非
ざ
ら
ん
や

0

・
:
.

と
答
え
た
、
と
記
し
て
い
る
の
は
、
如
賓
に
李
鴻
章
の
闘
心
の
あ
り
ょ
う
を
示
す
。
こ
こ
で
は
「
属
園
の
名
分
」
の
存
立
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
干

渉
否
認
を
明
記
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
「
属
国
」
と
い
う
「
原
則
」
を
明
示
せ
ず
に
、
行
動
上
の
規
定
で
自
ら
の
「
属
国
」
関

係
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

や
は
り
ブ
l
レ
と
の
交
渉
と
同
じ
論
理
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
清
朝
の
側
で
は
、
あ
く
ま
で
白
ら
の
解
稗
に
し
た
が
い
さ
え
す
れ
ば
、
李
・
ブ
l
レ
貴
書
の
内
容
が
許
容
、
安

(
貯
)

協
で
き
る
候
件
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
総
理
街
門
と
李
鴻
章
は
、
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
昔
時
、
フ
ラ
ン
ス
下
院

(
問
)

が
公
式
に
否
認
し
た
李
・
ブ
l
レ
覚
書
、
ト
ン
キ
ン
の
「
保
護
権
分
割
(
『
官

E
m
o
E
3
0窓口門
DE)」
案
も
、
清
朝
の
側
で
は
依
然
、
存
績

(
ぬ
)

し
て
い
た
選
揮
肢
で
あ
る
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
曾
紀
津
は
パ
リ
で
そ
の
交
渉
を
試
み
績
け
て
い
た
し
、
李
鴻
章
は
フ
エ
候
約
の
締
結
を
知
つ

(
似
)

た
後
で
さ
え
、
ト
リ
ク
!
と
の
交
渉
で
そ
の
案
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
、
安
結
へ
の
見
通
し
が
た
つ
は
ず
は
な
か
っ
た
。
「
原
則
」
を
「
棚
上
げ
に
し
て
」
よ
う
や
く
畳
書
に
こ
ぎ
つ
け
た
ブ
l
レ
が
、

19 

「
同
意
で
き
な
い
譲
歩
」
を
し
た
と
白
固
か
ら
非
難
を
、
つ
け
た
の
は
、
清
朝
の
側
が
悶
覚
書
の
規
定
を
、
「
棚
上
げ
」
し
た
は
ず
の
自
ら
の
「
原

則
」
に
結
び
つ
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
す
れ
ば
、
自
身
の
「
保
護
権
」
が
清
朝
の
「
層
圏
」
「
宗
主
権
」
の
概
念
と
矛
盾

す
る
、
「
雨
立
し
な
い
」
と
み
な
す
以
上
、
清
朝
の
姿
勢
を
費
え
な
い
か
ぎ
り
、
自
ら
の
「
原
則
」
を
「
棚
上
げ
に
し
て
」
は
、
「
棚
上
げ
」
の

ま
ま
喪
失
し
か
ね
な
い
。
清
朝
の
提
案
ど
お
り
に
李
・
ブ
l
レ
畳
書
の
内
容
を
許
容
し
て
は
、
ト
ン
キ
ン
の
「
保
護
権
」
を
ひ
き
わ
た
す
こ
と

に
つ
な
が
り
、

フ
ラ
ン
ス
の
「
原
則
」
を
み
ず
か
ら
否
定
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
命
日
紀
津
と
の
舎
談
で
フ
ェ
リ
が
漏
ら
し
た
、

清
朝
は
賓
際
に
は
、
:
:
:
北
京
朝
廷
が
全
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
よ
ぶ
と
主
張
す
る
、
ほ
と
ん
ど
放
力
の
な
い
宗
主
権
を
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
領

(
引
)

土
の
牛
、
は
に
封
す
る
員
の
領
有
に
饗
え
よ
う
と
求
め
て
い
る
。

と
い
う
言
葉
が
、

フ
ラ
ン
ス
側
の
清
朝
に
封
す
る
不
信
感
を
い
い
つ
く
し
て
い
る
。
李
・
ブ
l
レ
覚
書
の
よ
う
な
「
現
状
維
持
」
の
方
法
は
、

そ
の
貼
に
お
い
て
、
も
は
や
論
外
で
あ
っ
た
。
ト
リ
ク
ー
が
い
っ
そ
う
強
硬
な
立
場
で
交
渉
に
臨
み
、
自
ら
の
「
原
則
」
を
決
し
て
譲
ろ
う
と

19 
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し
な
か
っ
た
の
は
、
ブ
1

レ
交
渉
と
そ
の
挫
折
の
必
然
的
な
蹄
結
で
あ
っ
た
。

お

わ

り

フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
ト
ン
キ
ン
へ
の
軍
事
介
入
は
、

サ
イ
ゴ
ン
候
約
に
規
定
す
る
「
保
護
」
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
首
然
の
行
動
だ
っ
た
。
そ

れ
は
事
責
上
、
技
得
の
「
保
護
権
」
に
も
と
づ
く
行
動
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
い
ま
だ
公
式
な
明
文
は
な
く
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
「
原
則
」

(
臼
)

と
は
、
ト
ン
キ
ン
の
「
保
護
権
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
清
朝
の
側
が
「
宗
主
権
」
を
と
な
え
て
、
こ
れ
に
抗
議
す
る
ば
か
り
か
、
現
地
の
行

動
を
阻
害
す
る
姿
勢
を
も
打
ち
出
す
に
お
よ
ん
で
、
清
悌
の
封
立
・
交
渉
が
不
可
避
と
な
る
。
局
面
打
開
を
託
さ
れ
た
ブ
1
レ
の
交
渉
方
針
は
、

「
原
則
」
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
で
、
行
動
上
の
清
仰
「
和
解
」
を
は
か
る
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
か
れ
が
襲
方
の
「
原
則
」
を
、
総
理
街
門
に

「
あ
い
い
れ
な
い
」
と
う
っ
た
え
、
李
鴻
章
に
「
棚
上
げ
に
す
る
」
と
と
な
え
た
ゆ
え
ん
が
あ
る
。

そ
の
な
か
で
、

ト
ン
キ
ン
の
「
治
安
」
を
守
り
「
現
肢
を
維
持
す
る
」
た
め
、
具
睦
的
に
出
て
き
た
「
和
解
」
案
が
、
南
北
の
勢
力
圏
劃
定

20 

で
あ
っ
た
。
ブ
l
レ
は
「
棚
上
げ
」
の
方
針
と
こ
の
具
瞳
案
と
を
む
す
び
つ
け
て
安
協
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
さ
い
に
、

フ一フ

ン
ス
の
「
利
害
」
と
「
原
則
」
に
か
か
わ
る
「
譲
歩
」
を
し
た
つ
も
り
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ト
ン
キ
ン
の
勢
力
圏
分
割
案
を
軸
に
、
苦
心

の
す
え
で
き
あ
が
っ
た
李
・
ブ
l
レ
畳
書
は
、
備
丈
テ
キ
ス
ト
で
は
そ
の
主
張
に
そ
っ
て
、
劃
定
し
た
勢
力
圏
に
封
し
、
「
保
護
」
と
い
う
術

語
を
避
け
た
丈
面
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
側
に
と
っ
て
は
、
ブ
1
レ
も
含
め
て
、
清
朝
が
フ
ラ
ン
ス
の
「
保
護
権
」
を
「
承
認
」

し
た
、
と
誼
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
清
朝
側
の
み
か
た
は
異
な
る
。
清
朝
も
自
ら
の
「
利
害
」
と
「
原
則
」
に
か
か
わ
る
「
譲
歩
」
を
し
た
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
こ
の

と
き
細
川
理
街
門
も
李
鴻
章
も
、
そ
ろ
っ
て
「
保
護
」
と
い
う
丈
言
に
執
着
し
、
畳
書
の
漢
丈
テ
キ
ス
ト
に
そ
う
書
き
込
ん
だ
の
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
は
依
然
と
し
て
、
清
朝
の
「
属
邦
」
だ
と
い
う
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
属
邦
」
た
る
こ
と
を
西
洋
に
主
張
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
保
護
」

の
裏
づ
け
が
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
の
論
理
は
、
交
渉
首
事
者
な
ら
ざ
る
人
物
が
ブ
1

レ
の
交
渉
後
に
上
奏
し
た
、
以
下
の
よ
う
な
一
文



が
明
示
し
て
く
れ
る
。

中
園
の
謂
ふ
所
の
属
園
は
、
即
ち
外
国
の
謂
ふ
所
の
保
護
な
り
。
:
:
:
査
す
る
に
、
法
越
和
約
に
云
へ
ら
く
「
法
園
は
、
越
固
が
自
主
の

も

権
を
操
つ
に
係
り
、
何
れ
の
固
に
も
遵
服
す
る
有
る
に
非
ざ
る
を
明
知
す
。
慎
し
匪
の
梗
す
る
、
並
び
に
外
圃
の
侵
擾
す
る
有
ら
ば
、
法

園
は
即
ち
に
首
に
需
助
す
べ
し
」
と
。
是
れ
越
南
は
中
園
の
属
固
に
非
さ
る
を
明
ら
か
に
謂
ひ
て
、
而
し
て
以
て
自
ら
起
用
助
す
る
を
許
さ

ん
と
欲
す
る
な
り
。
保
護
に
仮
託
し
て
、
以
て
自
ら
其
の
草
食
の
謀
を
便
な
ら
し
め
ん
と
す
。
日
本
の
琉
球
を
減
ぼ
す
の
故
知
日
が
如
し
。

然
ら
ば
則
ち
中
園
、
越
南
を
争
は
ん
と
欲
さ
ば
、
先
づ
属
国
の
名
を
争
ふ
を
必
す
、
属
国
を
存
さ
ん
と
欲
さ
ば
、
先
づ
保
護
の
賓
を
存
す

(
m
w
)
 

を
必
す
。

こ
こ
に
清
朝
の
側
で
も
、
「
層
圏
の
名
」
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
保
護
の
賓
」
と
不
可
分
だ
と
す
る
論
理
、

フ
ラ
ン
ス
と
の
争
賠
は
後
者
な
の

だ
と
す
る
認
識
が
、
ほ
ほ
固
ま
っ
て
く
る
。
李
・
ブ
1
レ
畳
書
の
文
面
は
「
原
則
」
に
ふ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
な
ふ
れ
な
い
か
ら
こ

21 

そ
、
た
が
い
に
同
じ
く
暗
献
の
う
ち
に
、
そ
れ
を
「
原
則
」
に
む
す
び
つ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
ブ
l
レ
が
、
フ
ラ
ン
ス
側
が
期
待
し
た

よ
う
な
、
清
朝
側
の
認
識
と
行
動
は
、
け
っ
き
ょ
く
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

(
削
)

「
一
種
の
緩
街
地
帯
を
設
置
し
」
「
現
肢
を
維
持
す
る
」
と
い
う
嘗
面
の
行
動
上
で
、
そ
れ
な
り
の
「
和
解
」
合
意
に
達
し
た
李
・
ブ
l
レ

覚
書
は
、
そ
の
行
動
が
も
と
づ
き
、
ま
た
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
永
績
的
な
「
原
則
」
に
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
、
逆
に
「
矛
盾
の
く
み
あ

わ
せ
(
戸
5
2
B
E
E
Z
Dロ
ロ
ロ
ロ

E
L
H
2
0
5
)
」
と
化
し
、
「
原
則
」
と
「
利
害
」
の
封
立
を
き
わ
だ
た
せ
、
深
め
て
ゆ
く
「
禍
根

2
5
2
R
2

(

町

山

)

ι
g
H
E
H円
山

田

町

二

o
n
o
Z
H
2
5雪
E
E
2
)
」
に
な
り
か
ね
な
い
。
覚
書
の
否
認
と
ブ
l
レ
の
百
還
は
、
そ
の
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
側
が
明
確
に
認

識
し
、
封
庭
を
決
断
し
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
側
は
や
が
て
、
ト
リ
ク
l
の
言
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
李
・
ブ
l
レ
畳

書
の
よ
う
な
玉
虫
色
の
糊
塗
で
は
な
く
、
明
確
な
「
原
則
」
問
題
の
決
着
を
は
か
る
意
思
を
か
た
め
る
。

い
っ
ぽ
う
清
朝
側
と
し
て
は
、
李
・
ブ
l
レ
目
覚
書
合
意
の
前
後
を
通
じ
、
姿
勢
と
解
緯
は
一
貫
し
て
い
た
。
ブ
l
レ
が
「
棚
上
げ
に
し
」
た

21 

は
ず
の
「
原
則
」
は
、

は
じ
め
か
ら
規
定
す
べ
き
行
動
と
結
、
び
つ
い
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
側
が
そ
こ
に
気
づ
い
て
、
「
原
則
」
問
題
に
た
ち
か
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則
」
的
な
概
念
明
記
の
「
棚
上
げ
」
と
ト
ン
キ
ン
の

「
保
護
権
分
割
」
と
を
、

を
主
張
し
は
じ
め
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ブ
ー
レ
と
の
交
渉
を
経
て
、
「
原

フ
ラ
ン
ス
と
安
協
で
き
る
僚
件
、
だ
と
見
さ
だ
め
た
う
え
で
、
新

え
る
と
、
清
朝
側
も
あ
ら
た
め
て
明
示
的
に
自
ら
の
「
原
則
」

た
な
交
渉
に
臨
む
よ
う
に
も
な
っ
た
。

そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
側
と
解
程
を
異
と
し
て
い
た
の
は
も
と
よ
り
、
清
朝
内
部
で
さ
え
現
賓
の
行
動
と
し
て
賓
現
で
き
る
か
ど
う
か
も
、
じ
っ

(

以

山

)

は
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
。
両
国
関
係
が
一
八
八
三
年
後
牛
に
入
っ
て
、
急
速
に
険
悪
化
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
要
因
が
重
な
っ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
や
が
て
衝
突
と
あ
ら
た
な
安
協
の
模
索
を
徐
儀
な
く
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

キ
+
占==周〉

寸
片
品
〈

H
2
H
O
ロ

〉
H
W
Hり
S

ロ
ロ
タ
呂
5
5
H
P
R
門目。印回出向包括印か片岡山口問中
H
O
F
〉
H
口}
H
2
2
門町立
O
白山口門戸
=
o
p
(
U
C
ロ
2

日)
C
口門山田口口。日
)
c
r
t
(ちのゆ
(
U
F
5
0

b
b
~
1
b
o
S
遣
さ
Hh
礼
も
目
。
言
ミ
ミ
Nhmh
」
「
ミ
ミ
む
な
た
∞
U
W
N
H
h
u
N
4」u
亡命
ω
2
5
(
同∞吋
H
H
匂C
C
)
守、叶
D
目
。
少
同
)mw
門
戸
日
匂
ω
N

h
N
d
Z
P『
QNh
言
明
円
山
口
2
E
E
Z
F
P
H
O
門
目
。
切
に
円
山
町
内
回
全
円
山
口
問
P
H
o
p
b
o
-
S
遣
さ
な
礼
凡
百
円
。
言
ミ
ミ
N
E
h

(
1
)
 
ま
ず
参
照
す
べ
き
は
何
と
い
っ
て
も
、
回
目
ロ
(
い
口
同
任
。
F

同ロー

円。有偽札
2
2
E
D
。
吉
弘
r

E
〔

ubt
売
Q
d
-
R
N
E
M
V
N
h
N
a
n
H
3
町内』
R
Q
R
やおお
NEU

M
∞
。
む
し
NhwGCu
叶
D
5
0
N
リ同)山口
ω
'
H
匂()N
リ日
UH〕

NAFN

印
戸
お
よ
ぴ
、

部
循
正
『
中
法
越
南
関
係
始
末
』
園
立
清
華
大
向
学
、
一
九
三
五
年
で

あ
り
、
現
在
で
も
ぬ
き
ん
で
た
成
果
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン

ス
側
の
事
情
に
く
わ
し
い
前
者
が
「
露
骨
に
フ
ラ
ン
ス
の
立
場
を
擁

護
し
て
い
る
」
(
坂
野
正
高
『
近
代
中
岡
政
治
外
交
史
|
|
ヴ
ア
ス

コ
・
ダ
・
ガ
マ
か
ら
五
四
運
動
ま
で
|
|
』
東
京
大
墜
出
版
台
、
一

九
七
三
年
、
五
九
二
頁
)
と
す
る
な
ら
、
中
図
外
交
史
と
い
う
視
角

か
ら
史
賓
を
再
構
成
す
る
後
者
は
、
露
骨
に
清
朝
・
中
園
の
立
場
を
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擁
護
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
曾
紀
揮
に
焦
姑
を
あ
て
た
、
李

思
緬
『
曾
紀
津
的
外
交
」
中
閥
的
学
術
著
作
奨
助
委
員
舎
、
一
九
六
六

年
、
一
六
四
l
二
四
五
頁
、
「
越
南
問
題
」
を
通
じ
て
清
末
の
権
力

構

造

解

明

を

試

み

た

、

己

0
1
目

何

日

ω
5
8ヨ
昌
さ
君
主
人

」-ps丸
紅
コ
ま
・

(
u
b
s
z
h
G
Q
、
与
¥
宅
む

3
Nミ
礼
ロ
コ
認
忠
一
、
~
叫
言
。
-

N
1
2
お
与
の
s
h
w
b
3
2
b
h
k
N
∞∞。
l
N
∞∞
M
M
U
(
U
E
H
r
H
H
牛
肉
ク
富
山
田
印
二

5
2

が
出
て
い
る
。
主
と
し
て
以
上
の
成
呆
に
依
嫁
し
た
、
坂
野
前
掲
書
、

三
回
会
、
(
三
六
九
頁
が
簡
潔
に
し
て
克
明
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
概

説
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
あ
ま
り
に
卓
抜
な
論
述
だ
っ
た
た
め
か
、

日
本
語
で
は
専
論
が
い
ま
だ
出
て
い
な
い
。
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ヴ
ェ
ト
ナ
ム
近
代
史
研
究
の
領
域
で
は
、
た
と
え
ば
和
田
博
徳

「
玩
朝
中
期
の
清
朝
と
の
関
係
(
一
八
四

O
年
一
八
八
五
年
)

|
|
ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
清
悌
戦
争
ま
で
|
|
」
、
山
本
達
郎
編
『
ベ

ト
ナ
ム
中
園
閥
係
史
|
|
曲
氏
の
拾
頭
か
ら
清
悌
戦
争
ま
で
』
山
川

出
版
壮
、
一
九
七
五
年
、
五
七
九
[
冗
八
五
、
六
四
一
、
(
六
回
二
頁
、

坪
井
善
明
『
近
代
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
政
治
世
舎
史
|
|
院
朝
嗣
徳
帝
統
治

下
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
一
八
四
七
一
八
八
三
|
|
』
東
京
大
学
出
版

舎
、
一
九
九
一
年
が
常
時
の
清
悌
交
渉
に
ふ
れ
る
け
れ
ど
も
、
主
た

る
関
心
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
立
場
に
あ
っ
て
、
清
備
関
係
の
詳
細
に
説

き
及
ぶ
も
の
は
か
え
っ
て
少
な
い
。
外
園
語
の
も
の
も
、
そ
れ
は
同

じ
で
あ
る
。
し
か
し
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
「
濁
立
性
」
「
濁
白
の
賓
鐙
」

を
さ
ぐ
る
た
め
に
も
、
と
り
わ
け
清
朝
の
立
場
と
認
識
を
明
ら
か
に

す
る
の
は
不
可
絞
で
あ
ろ
う
。
現
在
は
そ
れ
す
ら
、
未
解
明
な
の
で

あ
る
。
ま
た
清
備
戦
争
肖
躍
に
か
か
わ
っ
て
、
中
園
語
圏
の
研
究
が

お
び
た
だ
し
く
存
在
す
る
が
、
大
づ
か
み
に
い
っ
て
、
史
料
・
論
黙

い
ず
れ
も
以
上
を
出
な
い
。
細
部
で
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の

つ
ど
注
記
す
る
。

(
2
)

拙
著
『
属
図
と
自
主
の
あ
い
だ
|
|
近
代
清
韓
関
係
と
東
ア
ジ
ア

の
命
運
|
|
』
名
古
屋
大
墜
出
版
台
、
二

O
O
四
年
。

(

3

)

(

リ

C
門門町

2
d
D
t
y
Q
N
J
]
U
N
G
∞

(
4
)

坂
野
前
掲
書
、
三
五

O
頁。

(
5
)

抗
議
書
簡
は
、

r
y向
日
告
5
叶
話
回
開
伊
国

E
Z
-
2
H
q
ω
巴
巳
ー

国
己

2
H
O
J
F
H
C
ロ
O〈
O
B
r
B
U
同∞∞
C守
口
広
間
}
臼
円
。
口
三
月
ァ
。

v
h
p

司

ω
む
そ
の
漢
文
テ
キ
ス
ト
は
、
「
中
法
越
南
交
渉
棺
』
全
七
冊
、

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
'
編
、
中
園
近
代
史
資
料
柔
編
、
蓋
北
、

一
九
六
二
年
、
第
一
加
、
ム
四
日
紀
津
の
桑
迫
旦
あ
て
照
合
目
、
光
緒
六
年

十
月
初
八
日
、
出
使
大
臣
曾
紀
淳
の
総
理
街
門
あ
て
苔
文
、
光
緒
六

年
十
二
月
三
十
日
受
理
に
添
附
、
一
四
七

1
一
四
八
頁
o
h
o
H
全
戸

宮
内
た
は
明
確
に
こ
れ
を
愛
端
と
見
て
お
り
、
ま
た
蒋
廷
献
編
『
近

代
中
園
外
交
史
資
料
輯
要
」
中
巻
、
商
務
印
書
館
、
一
九
三
四
年
、

二
七
二
頁
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
首
時
の
理
解
の
一
例
と
し

て
、
ゴ
マ
同
J
N

藷
3
0
2
N
h
y
H
∞∞
ω
ム
)
ω
¥司
円
山
口
円
。
自
己
(
U
F
H

ロ
ヘ
を

み
よ
。

(
6
)

こ
の
曾
紀
淳
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
部
循
正
前
掲

書
、
五
九
l
六
七
頁
、
李
恩
緬
前
掲
書
、
二
ハ
七
!
一
九
一
貝
を
参

照
。
曾
紀
津
が
こ
の
と
き
、
に
わ
か
に
抗
議
活
動
を
は
じ
め
た
動
機

と
因
果
関
係
は
、
じ
つ
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
問
題

は
、
首
時
の
在
外
公
館
の
立
場
と
い
う
観
黙
か
ら
あ
ら
た
め
て
考
察

を
要
す
る
が
、
本
稿
で
は
煩
を
避
け
て
い
っ
さ
い
省
略
に
し
た
が
う
。

別
稿
で
と
り
あ
げ
る
改
定
で
あ
る
。

(
7
)
E
3
n
k言
及

』

hbNwha

に
ど
ロ
ゑ
N
F
N
U
w
b
き
な
之
宮
号
令
w

し
デ
匂
U
1
4

も町内
S
F乏
し

N

∞∞い
H

H

)

日H
E
w
-
∞∞
ω'
ロ
E
n
-
o
Hロ
伊

回

0
5
7
b
o
-巾

呂
田
4
5
B
F
P
H
∞
∞
凶
守
宅

ω
S
l
B∞
『
中
法
越
南
交
渉
棺
』
第

一
冊
、
曾
紀
淳
の
総
理
街
門
あ
て
函
、
光
絡
八
年
九
月
二
十
八
日
受

理
、
五
二
四
頁
。

(
8
)

部
循
正
前
掲
書
、
六
六
!
七

O
頁
。
「
原
則
」
と
い
う
概
念
も
、

部
循
正
に
し
た
が
っ
た
。
こ
れ
は
も
と
も
と
わ
さ
弓

n
k
g
n

h
h
号
E
長
叫
JS雲、
H
U
2
3
N
N
b
z
E
S
A
の
E
Z
5
2
Z日
宮
ロ

叶
回

g
m
'
F
H
す
ロ
〈
H
O
P
E
∞N
リ
同
)
呂
印
に
あ
る
〆
日
仕
切
口
5
2
0ロ

門目。官
5
2唱
。
ョ
の
翻
誇
で
あ
る
(
部
循
正
前
掲
書
、
六
三
頁
)

0
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(
9
)

坂
野
前
掲
書
、
三
五
三
頁
。

(
日
)
〉
何
v

叫，

DH固
め
。
c
v
H凶
白
戸
芯
命
日
H
H
B
R己〕見出

ι戸
叶
ωC
ロ
mHKH

Jヘ山口
M
O
P
-
O
H
吋
口
口
z
r
H
O
u
-
2
B
2ロ
rHO回
〔

TH
叶印ロロ
ml「
HIJヘ日目。ロ

hF
切白戸
H
b
o
-
o
H
∞ロロ門
crHmwaH
∞
∞
凶
日
5
2向。
ω
ω
h
F
U
切
白
戸
円
か
め
伊

巴戸口
-o
円ロリ

]
o
N
H
C
ロ門
DrHOU]戸∞∞
N

(
H
)
E
3
n
H
Q
S
A

へ宅
s
z
h

に
ど
叫
J。え
N
p
b
sミ
言
苫
芸
品

九九町内
S
F之
同
∞
∞
い
N
N
∞∞
~HH)
山口
F

E
∞
ω
u
F
H
U
ロ
ロ
円
。
閃
O
ロ
m
p
ζ

回

O
E
H
b
p
-
⑦
日
市
山
[
巴
ロ
]
O
円円
c
t
H
P
-
∞∞
ω
リ
日
ロ
ロ
⑦
同
⑦
]
{
九
戸
出
C
ロ芯⑦九戸

口戸口
-
2
p
-
o
ω

ロ
O〈
巾

B
t
H
P
H
∞∞
ω
ヨ
日
)
∞
詩
文
の
漢
語
は
、
『
中
法

越
南
交
渉
槍
』
第
一
冊
、
ブ

I
レ
の
恭
親
王
あ
て
照
舎
、
李
鴻
章
の

総
理
街
門
あ
て
杏
文
、
光
緒
八
年
十
月
二
十
七
日
受
理
に
添
附
、
五

四
六
l
五
四
七
頁
に
引
く
、
恭
親
王
の
文
言
「
越
南
係
中
図
属
図
」

に
振
っ
た
。

(ロ
)
U
S
P
F
S
A

人
宅
号
E

を
口
え
N
F
N
V
R込
書
吉
三
N
A
ζ

国
2HHb
命
日
戸
司
ロ
ロ
円
。
問
。
口
問
ヨ

F
N
L
h山口
OBrHO[
己
ロ
]
リ
-
∞
∞
ω甲

山口口
O
M
O
印
伊
国
D
戸
Hb
の
伊
ロ
ロ
ロ
-
o
H
P
F
N
C
(日

h山口
O
B
r
門戸

H∞∞
NU
官官

。
l
E
'
主
漢
文
テ
キ
ス
ト
は
、
『
中
法
越
南
交
渉
棺
』
第
一
冊
、

ブ
l
レ
の
恭
親
王
あ
て
照
合
、
李
鴻
章
の
総
理
街
門
あ
て
杏
文
、
光

緒
八
年
十
月
二
十
七
日
受
理
に
添
附
、
五
四
六
!
五
四
七
頁
。

(
日
)
〉
同
'
寸
C
目
。
⑦
。
リ
出
C
ロ
芯
⑦
伊
ロ
ロ
己
2
P
F
N
H
0
2
0
t
H
?
H
∞∞
N

(比

)
N
V
N
d
一、之さヌ』
h
b
N
Wぎ
に
ど
ロ
ゑ
N
F
N
Jき
な
之
町
民
主

Nb
目。戸号

P

ロ戸口
-
2
p
-
o
h
p
回

O〈
巾

B
E
P
H
∞∞
ω
ゆ官官

ω
N
日
ω
N
。

(
日
)
同
一
宮
丸
、

]Uω
旧
小
こ
の
ブ

1
レ
の
報
告
に
は
、
「
私
信
」
の
差
出
人

を
明
記
し
て
お
ら
ず
、
ケ
ル
ガ
ラ
デ
ッ
ク
と
し
た
の
は
、
広
白
お

』
O耳
目
)
『

(
U
E戸(目。何(目白戸山同
(
H
H
N
D
r
2
F
a

口
D
B
Z
(目。

ω
日
出
向
戸
少

め
ど
お
円
、
お
お
ま

b
N
U
h
p
p
S品
円
同
∞
∞
。
lboNM円
同
∞
∞
4
・
h
内
叶
。
s
P
P

M
)
2
5
a
E
ω
ω
ゆ
古
田
に
よ
る
。
ケ
ル
ガ
ラ
デ
ッ
ク
の
略
歴
は
、

(
U
2岳
戸
。

vau甘

N
∞
印
を
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
活
動
は
、

坪
井
前
掲
書
、
七
七
l
八
O
頁
を
参
照
。
も
っ
と
も
ス
マ
レ
の
記
遮

は
、
日
附
を
「
一
今
月
八
日
な
い
し
九
日
」
と
し
、
ま
た
ブ

l
レ
が

こ
の
進
言
に
「
ま
っ
た
く
反
釘
だ

F
r
o
-
S
H
O
E
r
g
E
O
)
」
と

外
務
省
に
書
き
送
っ
た
と
す
る
な
ど
、
メ
モ
ア
l
ル
と
い
う
文
献
の

性
格
か
ら
な
の
か
、
多
分
に
正
確
さ
を
訣
く
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

文
献
お
よ
び
お
そ
ら
く
は
漢
語
史
料
の
み
に
依
嫁
し
て
、
プ
l
レ
が

議
案
し
た
、
と
絞
述
す
る
龍
章
『
越
南
輿
中
法
戦
争
」
蓋
湾
商
務
印

書
館
、
一
九
九
六
年
、
九
八
1

九
九
頁
も
、
信
を
置
く
こ
と
は
で
き

な
し
。

(
日
)
「
清
光
緒
朝
中
法
交
渉
史
料
』
全
二
二
巻
、
故
宮
博
物
院
編
、
排

印
本
、
一
九
一
一
一
一
一

l
一
九
三
三
年
、
巻
三
、
「
総
理
各
園
事
務
街
門

奏
法
越
交
渉
一
事
法
人
現
欲
奥
中
園
舎
商
亙
磨
先
事
議
等
善
法
摺
」

光
緒
八
年
十
二
月
初
十
日
、
頁
二
四
。

(
口
)
ピ
ミ
n
k
g
h

ヘ宅
Q
3
Lロ
ロ
是
認
u
p
E
b警
官
、
止
の
切

2
P

川町ロロ門
-
R
P
F
N
H
E
C
J「
O
B
r
門戸

H∞∞
N
u
E〕
戸
吋

H
∞

(
日
)
「
曲
目
恵
敬
公
電
稿
』
公
園
国
書
館
文
献
縮
微
複
製
中
心
、
二

0
0

五
年
、
「
線
署
来
電
」
〔
光
緒
八
年
〕
十
月
初
四
日
到
、
一

O
一一一、
Il--、一

O
四
頁
。

(
印
)
「
中
法
越
南
交
渉
槍
』
第
一
冊
、
光
緒
八
年
十
月
十
九
日
受
理
、

総
理
街
門
あ
て
李
鴻
章
の
函
、
五
一
一
一
一
頁
。
『
庸
盆
文
別
集
』
全
六

巻
、
醇
一
岨
成
撰
、
光
緒
二
十
九
年
、
上
海
古
籍
出
版
枇
、
一
九
八
五

年
、
巻
三
「
代
李
伯
相
復
曾
宮
保
書
」
辛
巳
、
一
九

O
l
一
九
一
頁

24 
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も
参
照
。

(
初
)
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
こ
の
問
題
に
は
か

か
わ
り
た
く
な
か
っ
た
が
、
線
理
街
門
が
ブ
l
レ
を
天
津
に
よ
こ
し

た
の
で
、
や
む
な
く
う
け
も
っ
た
、
と
い
う
李
鴻
章
じ
し
ん
の
述
懐

(
『
李
文
忠
公
全
集
』
朋
僚
函
稿
巻
二

O
、
「
復
促
豹
ヰ
中
丞
」
光
緒

八
年
十
二
月
二
十
四
日
、
頁
三
七
)
も
参
照
。

(
幻
)
坂
野
前
掲
書
、
三
五
三
頁
。
こ
れ
は
「
現
献
を
維
持
す
る
」
と
逮

べ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
全
樫
は
例
文
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
た
紋
述
で

あ
ろ
う
(
後
註
(
お
)

)

0

た
だ
し
「
巡
査
保
護
」
と
い
う
の
は
、
漢

文
テ
キ
ス
ト
の
表
現
で
あ
り
(
次
註
)
、
こ
れ
を
原
語
の
ま
ま
引
く

と
こ
ろ
か
ら
判
断
し
て
、
坂
野
氏
も
以
下
に
み
る
よ
う
な
雨
テ
キ
ス

ト
の
祖
師
に
は
、
気
づ
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
幻
)
『
清
光
緒
朝
中
法
交
渉
史
料
』
各
二
一
、
「
李
鴻
章
輿
法
使
賓
海
所

議
越
商
事
宜
三
候
」
、
「
総
理
各
岡
事
務
街
門
奏
法
越
交
渉
ム
事
法
人

現
欲
奥
中
園
舎
商
亙
懸
先
事
珠
筆
韮
口
法
摺
」
光
緒
八
年
十
二
月
初
十

日
に
添
附
、
頁
二
五
。

(
お

)
U
U河
口

2
2
(円
。
-
甲
山
門
門
田
口
問

0
5
3
円
買
O
H
)
O出
か
古
田

H
Y向
切

O
E
H
b
p

γ
~
[
5
5
H
B
L
O
司
岡
山
口
口

O
P
M
)
b
r
H
F
ω
}戸山口市山
}
g
y
N
O
門円凡山口

O
B
r
Rリ

]{∞∞
N
J
官

官

印

G
C
印
。
一
{

(
弘
)
『
中
法
越
南
交
渉
棺
』
第
一
冊
、
総
理
街
門
あ
て
李
鴻
章
の
函
、

光
緒
八
年
十
月
十
九
日
受
理
、
お
よ
び
そ
れ
に
添
附
、
「
回
候
法
園

賓
海
而
談
越
南
事
宜
節
略
」
光
緒
八
年
十
月
十
六
円
、
五
三
三
l
五

三
五
頁
。

(
お
)
〉
ロ
'
叶
己
目
。
。
。
ヨ
司

HDロ
2
1〈
2
r日
-
L，
E
H
H
Oロ
可

2
5口
。
巳
円
。

γ向

切
口
戸
芯

P
Z
E
5
5
P
町
門
戸
ロ
ロ

o
g
h
E
E
O
a
Z
F
〈
目
。
見

C
H
t

国
ロ
ロ
間
叶
門
}
戸
山
口
問
団

E
H
h
oロ
ヨ
乙
山
門

(HO
町

H山
口
円
。
川
町
叶

HO口
叶
団

H
P
]
O
N吋

ロ
ロ
〈

O
B
r同
OU

日∞∞
N甲
山
口

H
H
O
M
O
-
u
切

O戸同
b
o
m
w
巴
戸
口

-
o
H
P
F
N
O

門広

2
E
F
Z
H
∞∞
Ne

(
お
)
「
中
法
越
南
交
渉
槍
』
第
一
冊
、
総
理
街
門
あ
て
李
鴻
章
の
函
、

光
緒
八
年
十
月
十
九
日
受
理
に
添
附
、
「
同
候
法
園
賓
海
而
談
越
南

事
宜
節
略
」
光
絡
八
年
十
月
十
六
日
、
五
三
三
l
五
三
四
頁
。

(
幻
)
「
中
法
越
南
交
渉
槍
』
第
一
冊
、
光
緒
八
年
十
月
十
九
日
受
理
、

総
理
街
門
あ
て
李
鴻
章
の
函
、
五
三
一
頁
。

(
お
)
同
註
(

μ

)

0

(
却
)
た
と
え
ば
、
ブ
l
レ
は
公
使
解
任
後
、
外
務
省
に
出
し
た
静
明
の

書
翰
(
後
註
(
必
)
)
で
、
前
註
(
日
)
(
日
)
所
引
の
報
告
を
念
頭
に
、

劃
定
す
べ
き
勢
力
圏
を
「
中
立
地
域
(
-
日

N05
ロ
2
5
)」
と
稀
し
、

「
一
一
月
四
日
」
に
は
「
厭
う
べ
き
と
み
た
(
宮
H
2印印巴円

借
円
2
z
z
o
)
」
こ
の
案
を
、
「
五
日
」
に
「
望
ま
し
く
思
え

(
2
5
E
2
朱
印
H
E
r
-
⑦
)
」
た
と
述
懐
し
て
い
る
。

(
鈎
)
「
中
法
越
南
交
渉
槍
』
第
一
冊
、
光
緒
八
年
十
月
十
九
日
受
理
、

総
理
街
門
あ
て
李
鴻
章
の
函
、
五
三
一
頁
。
と
く
に
「
巡
査
保
護
」

と
い
う
漢
文
テ
キ
ス
ト
の
措
辞
は
、
こ
の
直
前
ま
で
朝
鮮
の
「
属
図

自
主
」
問
題
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
(
前
掲
拙
著
、
五
一

1

一一一二二

頁
)
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
馬
建
忠
そ
の
人
の
愛
案
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る。

(
況
)
線
理
街
門
あ
て
ブ
l
レ
の
公
式
書
簡
は
、

E
d之

~sR

h
h
Q

札、E
礼
R
u
d
え

subs誌宮内
V
Q
3
R
Y向
切

O
R
r
伊ピ
5

何
阿
《
河
口
。
ロ
円
。
回

-
2
z
o目
寸
円
。
印
(
日
戸
叶
由
。
口
問
I
E
I
J
P目
。
ロ
リ
叶

HOロー

叶
回
目

-o
印

ιh山口
O
B
F
H
O
H
∞∞
N
山口

HHOMO
川
町
出
口
戸
同

bomw
巴
戸
口

-o同ロ
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に
封
摩
す
る
清
朝
側
の
史
料
は
、
『
曾
盲
目
ω
敏
公
電
稿
』
「
総
署
来
電
」

〔
光
緒
九
年
〕
三
月
十
王
日
到
、
二
一
五

i
一
二
六
頁
だ
が
、
や
は

り
全
文
を
牧
め
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
こ
う
し
た
李
鴻
章
・
総
理
街
門
の
態
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
が

「
翻
積
」
し
た
以
上
、
「
前
議
」
の
ま
ま
お
さ
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
非
は
向
こ
う
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
弱
み
を
み
せ
て
は
な
ら
ぬ
、

と
い
う
馬
建
忠
の
献
策
(
『
中
法
越
南
交
渉
槍
』
第
二
冊
、
李
鴻
章

あ
て
馬
建
忠
の
電
報
、
光
緒
九
年
正
月
二
十
八
日
午
後
九
時
受
現
、

お
よ
び
光
緒
九
年
正
月
二
十
九
日
午
後
五
時
受
理
、
総
理
街
門
あ
て

李
鴻
章
の
函
、
光
緒
九
年
二
月
初
一
円
受
理
に
添
附
、
李
鴻
章
あ
て

馬
建
忠
の
電
報
、
光
緒
九
年
二
月
初
六
日
午
後
一

O
時
受
理
、
お
よ

び
光
緒
九
年
二
月
初
七
円
辰
刻
、
総
理
街
門
あ
て
李
鴻
章
の
函
、
光

緒
九
年
二
月
初
八
日
受
理
に
添
附
、
六
六
二

1
六
二
二
一
、
六
八
九

頁
)
が
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
れ
は
首
時
、
上
海
に

駐
在
し
、
一
大
津
を
訪
れ
る
前
の
ブ

l
レ
と
も
接
鰯
し
、
そ
の
解
任
の

情
報
も
い
ち
は
や
く
掴
ん
で
い
た
。

(
必
)
周
知
の
と
お
り
、
こ
の
ト
リ
ク
!
と
の
交
渉
は
、
ブ

I
レ
の
時
と

は
封
際
的
に
、
李
鴻
章
が
自
ら
な
か
ば
望
ん
で
と
り
か
か
っ
た
も
の

で
あ
り
(
坂
野
前
掲
書
、
三
五
四
頁
)
、
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
陳
季
同
の
裏
面
工
作
も
、
か
れ
の
指
示
に
よ
る
と
い
う
(
桑
兵

「
陳
季
同
遮
略
」
『
近
代
史
研
究
』
一
九
九
九
年
第
四
期
、
一
一
八

!
二
一
二
一
良
、
李
H

羊
川
『
晩
清
一
個
外
交
官
的
文
化
照
程
』
北
京
大

島
ナ
出
版
祉
、
二

O
O
四
年
、
二
一

l
二
七
頁
)

0

(
釘
)
『
李
文
忠
公
全
集
』
誇
署
函
稿
省
一
四
、
「
答
拝
法
使
脱
利
古
問

答
節
略
」
光
緒
九
年
五
月
初
四
日
附
、
頁
一
一

l
二
ゴ
こ
の
要
旨

は
必
回
目
、
電
報
で
通
知
さ
れ
て
い
る
。
『
李
文
忠
公
会
集
』
電
稿
巻

一
、
「
寄
諜
署
」

T
1
月
初
四
日
午
刻
、
頁
一
七
。

こ
の
漢
文
テ
キ
ス
ト
が
、
後
日
こ
の
曾
談
を
知
ら
せ
た
ト
リ
ク

I

の
報
告
(
ト
ミ
之
さ
お
お
』

h
s
s
&
U
S
F
3
v
b
S
Hたき
h
S
5
b

j

「ロロ

OE
伊
の
}g-rBm-
戸
山
口

O戸
F
r
N
N
]
E
P
H
∞∞
ωw
七

円

叶

吋

)

と

か
な
り
異
な
る
、
と
い
う
黙
は
、
す
で
に
口
白
士
朋
「
中
法
越
南
交
渉

期
間
清
延
大
臣
的
外
交
見
識
」
、
『
清
季
自
強
運
動
研
討
曾
論
文
集
』

中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
、
一
九
八
八
年
、
上
珊
、
二
九
九
頁

が
指
摘
す
る
。
も
っ
と
も
、
ト
リ
ク
ー
が
さ
ら
に
後
日
、
送
っ
た

「
詳
細
な
レ
ポ
ー
ト

(
5
5
3
0
Z
L
b門
戸
己
か
)
」
に
は
、
李
と
一
致

し
た
音
ω
見
と
し
て
、
「
清
朝
に
は
フ
ラ
ン
ス
側
の
計
書
一
を
〈
直
接
的

に
も
間
接
的
に
も
(
呂
岳
5
2
0
B
E
Y
E
E企
5
2
0
E
B円
)
〉
妨

げ
る
意
思
は
な
い
」
、
一
致
し
な
い
李
の
主
張
と
し
て
、
「
と
り
わ
け

意
見
の
異
な
る
の
は
宗
主
権
の
問
題
だ
。
こ
れ
は
太
古
の
時
代
か
ら

わ
れ
わ
れ
が
有
す
る
権
利
で
あ
る
」
と
い
う
の
を
あ
げ
て
い
る

(
ト
ミ
乙
室
長
人
宅
需

2
&
口
急
p

b
芸
誌
号
、
民
芸
品
目

gロ

伊
の
}
g
-
r
B己
I
F
R
0
5
L
O
H
印

4HOBrHOw-)
凶
太
山
)
。
た
し
か
に

漢
文
テ
キ
ス
ト
に
記
載
す
る
文
言
は
、
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ト
リ
ク
!
の
側
は
一
致
し
な
い
貼
も
折
り
合
え
る
見
通
し
が

あ
る
、
「
好
ま
し
い
展
開

(
E
O
Z
R
E
Z
F
5
5
E
O
)
」
と
み
て
、

む
し
ろ
前
迭
を
梁
概
し
た
の
に
封
し
、
李
鴻
章
の
側
は
警
戒
を
解
か

ず
、
封
立
黙
を
む
し
ろ
き
わ
だ
た
せ
て
報
告
文
を
作
成
し
、
北
京
に

打
電
し
た
も
の
と
解
轄
す
る
の
が
安
蛍
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
論

黙
の
関
連
づ
け
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
日
)
を
参
照
。

果
た
し
て
こ
れ
に
釘
す
る
線
理
街
門
の
返
電
は
、
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初
四
の
密
電
、
悉
せ
り
。
脱
の
「
越
を
認
め
て
中
の
属
と
潟
さ

ず
」
と
言
ふ
、
此
の
説
は
白
づ
か
ら
須
ら
く
力
争
す
べ
し
。

9
U
 

:
:
:
此
く
の
如
く
保
護
す
る
は
、
原
と
越
が
属
園
局
る
に
閃
れ

ば
な
り
、
我
肢
に
保
護
の
責
を
圭
出
せ
ば
、
邸
ち
他
人
の
越
を
取

る
に
諜
す
能
は
ず
、
中
園
並
び
に
法
に
於
て
和
を
失
は
ん
と
欲

す
に
非
ざ
る
な
り
。
:
・
・
(
『
李
文
忠
公
全
集
』
電
稿
虫
色
今
、

「
誇
署
来
電
」
光
緒
九
年
五
月
初
七
日
未
刻
到
、
頁
ム
九
)

と
あ
り
、
さ
ら
に
ト
リ
ク
ー
を
説
得
す
る
よ
う
申
し
つ
け
た
の
で
あ

る。

(
必
)
『
李
文
忠
公
全
集
』
誇
署
函
稿
巻
一
四
、
「
接
見
法
園
脱
使
問
答

節
略
」
光
緒
九
年
五
月
十
三
日
附
、
頁
一
四
1

一
五
。
こ
の
要
旨
は

蛍
日
、
電
報
で
通
知
さ
れ
て
い
る
。
「
李
文
忠
公
全
集
』
電
稿
虫
色
今
、

「
寄
詳
署
」
光
緒
九
年
五
月
十
三
日
午
刻
、
頁
一
一
一
。

こ
こ
に
い
う
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
か
ら
の
電
報
は
、
h
N
d
弓

~QNhSF

入
山
、
お
な
a
E
§
叫
J
O
長
P
P
E
b
号
、
竜
門
t
h
(
U
F
山
口
3
己
下
山
口
白
戸
二

叶
ロ
g
F
E
u
-
0
5
]
E
p
z
g
リ
E
e
H
ω
∞
ロ
匂
だ
が
、
「
明
助
」

「
暗
助
」
云
々
の
く
だ
り
は
み
あ
た
ら
な
い
。

(
川
叩

)

E

3

n
宣
言
L
r
q
Q
N
Z
h
に
ど
叫
J
2昂
N
P
P
E
b
号
、
む
さ
お
叶
ロ
ロ
ロ
戸

山
戸
。
「
日
-
F
B
己
下
山
口
0
5
L巴
'
F
H
∞
]
ロ
E
u
H
∞
∞
ω
リ
官
官
同
ω
m
v
l
H
仏
(
)

(
叩

)
h
N
3
F
E
E
-
h
h
h巳
N
2
h
に
ど
叫
J
S除
N
P
U
S
H
N
b
S
G
苫
さ
♂
寸
H
F
n
E

伊
〔
V
E
-
-
3
0
-
c
g
E
F
F
N
N
]
E
P
E
∞
ω
w
官
同
吋
匂
e
引
用
文
は
後

註
(
日
)
に
み
る
、
隻
方
の
合
意
を
試
み
た
曾
談
v

父
渉
よ
り
も
前
の
日

附
だ
が
、
ト
リ
ク
ー
は
そ
の
交
渉
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
同
じ
趣
旨

を
く
り
か
え
し
て
い
る
。
叶
口
口
白
戸
伊
の
}
g
-
-
O
B
己
ー
「
R
0
5
8
円
b
f

(UD口止〔目。HHto--oa-。仏』戸H戸。fH∞∞ω
叫
円

HFbM)白ーのD円
L
H
O
ア
。
v
h
N
F
U

日〕

ω市
山
、
叶

(
日
)
部
循
正
前
掲
主
目
、
八
四
頁
。

(
臼
)
同
-
m
h
N
d
z
n
k
喜
界
人
同
h
a
E
&
ロ
え
s
u
b
s
言
語
内
苫
込
町
甲

(
い
}
戸
山
口
。
自
己
「
山
口
白
戸
H
P
叶
口
口
D
F
芯
F
u
r
-
ω
]己
E
Z
-
o
ω
]
E
-

-。グ]-∞∞ωa]〕同)]-ω∞]-一凶匂uH印
C
H印
]
-

(
日
)
「
李
文
忠
公
全
集
』
誇
署
函
稿
巻
一
回
、
「
法
園
脱
使
来
陪
問
答

節
略
」
光
緒
九
年
五
月
二
十
六
日
附
、
頁
一
八
l
一
九
。
こ
の
要
旨

は
首
日
、
電
報
で
通
知
さ
れ
て
い
る
。
『
李
文
忠
公
金
集
』
電
稿
巻

一
、
「
寄
誇
署
」
光
緒
九
年
五
月
二
十
六
日
中
刻
、
頁
二
六
。
こ
れ

に
針
廃
す
る
、
六
月
三

O
日
の
合
同
談
を
報
じ
た
フ
ラ
ン
ス
側
史
料
と

し
て
、
E
3
P
E
R
h
h
s
、
な
&
u
a
b
N
P
P
E
室
内
宮
、
円
号
、

J「口口
C

戸
伊
の
F
m
L
-
O
E
O
-
下
回
口
(
)
戸
ア
芯
-
ア
-
o
H
O
H
F
U
]
E
-
-
2
リ

冨
∞
ω
8
3
E
ρ
E
H
を
参
照
。

(
日
)
ト
リ
ク
l
は
白
ら
、
清
朝
の
「
宗
主
権
」
の
「
問
題
は
棚
上
げ
に

し
ま
し
ょ
う
」
と
枯
合
え
た
、
と
明
記
し
て
い
る
(
ト
ヨ
ミ
缶
室
内

弘
、
言
語
に
ど
叫
J
S
雪
r
b
ミ
ミ
号
、
三
H
A
叶
ロ
ロ
ロ
戸

U
2山
口
3
己
ー

「
山
口
D
戸
F
F
H
印
名
古
田
「
月
J

日
〕
ω
お
)
の
で
、
も
ち
ろ
ん
か
れ
自
身

が
よ
び
か
け
た
可
能
性
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
、
ブ
l
レ
の
時

ほ
ど
公
式
な
護
言
、
言
明
、
方
針
で
あ
っ
た
か
は
、
か
れ
の
電
報
な

ら
び
に
報
告
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
疑
わ
し
い
。
清
朝
側
の
史
料
た
る

前
註
の
引
用
文
で
、
「
不
必
明
認
」
と
特
筆
す
る
の
は
、
後
註
(
日
)

の
引
用
文
と
整
合
さ
せ
る
た
め
の
作
矯
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

(
日
)
ヒ
ミ
&
室
内
L
h
警
な
忌
ロ
え
N
P
U
言
語
言
苦
言
、
斗
ロ
ロ
C

ロ

伊
(
u
r
m
L
-
o
自
己
ー
下
戸
内
O
戸
H
w
z
f
r
ω
]
E
-
-
2
リ
同
∞
∞
ω
s
官
官
H
E
H印
Nリ

叶
口
口
D
戸
伊
(
U
}
E
-
-
o
自
己
下
山
口
口
戸
H
V
-
O
H
耳目
)
5
B
r
B
V
H
∞
∞
ω
ヨ

]

]
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N

日。

(
日
)
『
李
文
忠
公
全
集
』
誇
署
函
稿
春
一
回
、
「
法
園
脱
使
来
陪
問
答

節
略
」
光
緒
九
年
五
月
二
十
七
日
附
、
頁
二

O
o
封
廉
す
る
フ
ラ
ン

ス
側
史
料
は
、
ト
N
3
n
H
Q言
及

』

h
a弓
g
h刊
誌

叫

J
S
E
W
N
V
U
ミ
ミ
号

、
白
川
叫
号
、
寸
ロ
円
。
E

P

(リ
『
日

-
F
E己
戸
田
口
G
戸

HP
広
-
e
w
r
ω
]
E
-
-
o
F
H
∞∞
ωw

H)
同
日
一

Nu
斗
ロ
ロ

c
z
p
(
U
F
m
w
-
F
B己
IHLmHncロ
F

F

H
将司件。
B
r
Rリ

広
告
リ
官
官

N
S
I
N
E
も
ち
ろ
ん
や
り
と
り
の
漢
文
・
悌
文
テ
キ
ス

ト
に
は
か
な
り
の
出
入
が
あ
っ
て
、
悌
文
テ
キ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
く
だ
り
が
多
い
。
引
用
し
た
「
属
邦
名
分
」
云
々
も
そ
う
で

あ
り
、
ま
た
ト
リ
ク
ー
が
な
る
べ
く
李
鴻
章
の
要
求
に
感
じ
よ
う
と

つ
と
め
た
と
こ
ろ
も
そ
う
で
あ
る
。
雨
者
共
通
し
て
記
す
の
は
、
け

っ
き
ょ
く
合
意
に
い
た
ら
な
か
っ
た
、
サ
イ
ゴ
ン
侠
約
の
承
認
を
明

記
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
っ
て
(
「
李
文
忠
公
全
集
」
誇
署
函

稿
巻
一
四
、
「
法
園
脱
使
来
陪
問
答
節
略
」
光
緒
九
年
五
月
二
十
七

日
附
、
頁
二
一
、

E
d一
、
之
島
ど
お
お
入
山

h
a弓
な
念
叫
J
S
E
M
H
u
b
s
込書町

、
白
川
叫
号
、
寸
ロ
円
。
E

P

(リ
『
日

-
F
E己
戸
田
口
G
戸

HP
広
-
e
w
r
ω
]
E
-
-
o
F
H
∞∞
ωゆ

百

円

印

NP
郁
循
正
前
掲
書
、
八

0
1
八
一
頁
)
、
問
題
の
根
源
は
や
は

り
、
そ
こ
に
い
う
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
「
濁
立
」
と
フ
ラ
ン
ス
の
「
保

護
」
が
、
清
朝
の
「
原
則
」
に
反
す
る
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

(
幻
)
『
李
文
忠
公
全
集
』
朋
僚
函
稿
巻
二

O
、
「
復
悦
豹
写
中
米
L

光

緒
八
年
十
二
月
二
十
四
日
、
「
復
張
費
粛
署
副
憲
」
光
緒
九
年
五
月

二
十
日
、
一
良
三
六
l
三
七
、
四
三
。
『
澗
子
集
』
書
謄
巻
三
、
「
復
唐

郭
生
中
丞
」
頁
九
。

(
四
川

)
n
H
2
2
h
N
N

吊ミ
N円
N
A
b
s
Q号
、
ミ
P
S
2
E
N
w
a
g
u
h
bおき
F
Z
b
f

に
念
NhNhhu
広
告
円
。
(
日
戸
自
由
三

H
H
O
E
E
0
7
5
∞ω湖
町

5

5

ト
Nd弓

r『
ぬ
き
の
弘
、
号
、
E

忌
叫
J
s
p
p
b
sミ
言
苫
号
、

v
p日

--OEO-

「
山
口

0
5
m
w
叶
ロ
ロ

O
F
芯
]
L
O
H
H
]
E
-
-
z
'
H
∞∞
ω'
百
戸
⑦
吋
ピ
ロ
〔
HHI

H〕

-OBmH門
戸
。
も
・
円
札

FV
七
日
∞
・

(
印
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
李
思
、
画
前
掲
書
、
二

O
七
1

二

一
一
一
一
頁
を
参
照
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
に
か
か
わ
る
曾
紀
淳
の
交
渉
、

お
よ
び
主
張
の
詳
細
な
推
移
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
絵
地
が
あ

る
。
こ
れ
も
別
稿
で
ま
と
め
て
と
り
あ
げ
た
い
。
蛍
時
の
李
鴻
章
と

曾
紀
津
が
手
法
は
ち
が
っ
て
も
、
と
も
に
最
終
目
標
を
「
分
護
」
に

置
い
て
い
た
貼
は
、
向
上
、
二

O
五
!
二

O
六
頁
が
論
及
す
る
。

(
削
)
た
と
え
ば
、
『
李
文
忠
公
全
集
」
諜
署
函
稿
巻
一
四
、
「
輿
法
使
徳

理
困
問
答
節
略
」
光
緒
九
年
八
月
十
八
日
附
、
「
奥
法
使
徳
理
固
問

答
節
略
」
光
緒
九
年
八
月
二
十
五
日
附
、
頁
三
六
、
四
八

o
E
d弓

r
p
s
n
k山

r
q
s
z
h
に

ど

叫

J
S
F
N
F
P
5室
内
宮
さ
の
叶
ロ
ロ
ロ
戸
伊

(
リ

rと
-OEO-
「
戸
市
白
戸
ア
円

b
f
r
N⑦
印

。

]UHOB-〕

HOUH
∞∞
ωヨ
日
〕

NO⑦

(
日
)
じ
色
、
乙
室
長
込
h
a
N
W白
な
忌
ロ
ゑ
N
F
N
V
Eき
お
も
ね
え
ぷ

E

Z
ー

t
g
p
z
e
]己
2
Mり

2
タ
島
民
間
か

]
U
R
E
H
b口
B
(
F
Z
E
H丘中
R

F
∞
阻
止

2
3
公
岡
山
口
問
中
門

2

2

2

r

呂田
Z
E
印口
g
m
一
M
E

こ
の
合
同
談
は
一
八
八
三
年
九
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
交
渉
内
谷
も
別
に
考
察
を
要
す
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
李
思
函

前
掲
書
、
一
一
一
一

l
一
一
一
一
一
頁
を
参
照
。
こ
の
舎
談
記
録
に
は
、
曾

紀
津
が
本
固
に
送
っ
た
漠
諮
問
答
飽
の
も
の
も
あ
り
、
そ
ち
ら
の
ほ

う
が
直
裁
で
具
健
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
て
、
わ
か
り
や
す
い
か
も

し
れ
な
い
。
引
用
部
分
を
引
こ
う
。
「
中
園
は
越
南
の
上
邦
局
る
と

難
も
、
虚
文
の
故
事
に
過
ぎ
ず
、
官
宅
も
宰
貝
跡
無
し
、
既
に
越
南
の
事

を
理
め
ず
、
亦
た
紅
江
の
賊
を
除
か
ず
、
法
肢
に
其
の
事
に
任
ぜ
り
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ム
矢
、
其
の
権
を
行
へ
り
実
。
而
も
今
法
を
し
て
白
ら
前
功
を
棄
て
し

め
て
、
中
園
の
上
邦
た
る
の
虚
文
を
以
て
饗
へ
て
、
越
南
を
管
轄
す

る
の
賓
跡
と
矯
し
、
越
南
を
し
て
中
園
の
版
固
に
入
ら
し
め
る
を
致

さ
ん
と
欲
す
、
法
園
山
豆
に
允
許
す
る
能
は
ん
や
。
」
(
『
中
法
越
南
交

渉
棺
』
第
三
冊
、
二
二
九
一
頁
)

0

(
臼
)
こ
の
貼
は
以
上
の
行
論
で
明
ら
か
で
、
も
は
や
論
詮
す
る
ま
で
も

な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
漢
文
・
偽
文
の
史
料
に
よ
り
、
あ
ら

た
め
て
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
一
八
八
一
年
一
月
七
日
、
ベ
テ
ル
ブ

ル
グ
で
の
曾
紀
淳
と
フ
ラ
ン
ス
大
使
シ
ャ
ン
ジ
(
〉
三
0
5
0

FHmP5
匡
片
岡
止
の

E
R
1
と
の
曾
談
で
、
「
貴
闘
約
に
照
し
て
該

園
を
保
護
す
る
に
係
る
」
(
『
中
法
越
南
交
渉
権
』
第
一
冊
、
曾
紀

津
・
尚
犀
と
の
「
問
答
辞
」
光
緒
六
年
十
二
月
初
八
日
、
曾
紀
津
の

総
理
街
門
あ
て
爽
車
、
光
緒
七
年
二
月
一
九
日
受
現
に
添
附
、
一
五

一
頁
)
と
い
う
曾
紀
淳
の
愛
言
を
、
シ
ャ
ン
ジ
は
「
貴
園
が
一
八
七

四
年
の
倹
約
に
採
っ
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
行
使
す
る
保
護
権

(
F
H
}
H
D

件
。
ロ
件
。
門
戸
門
』
己
め
〈
O
戸田

O
H
O
H口
O
N
'
。
ロ
〈
0
2
ハ
ロ
(
】
戸
口
-m
凶
巳
か
門
目
。
一
{
∞
叶
h
F
'

印戸
H

E
E
E
)」
と
本
図
に
報
告
し
た
(
ト
ミ
こ
き
お
お
与
p
q
Q
3
h
§

吋
S
E
F
H
U喜
吉
丸
Z
V
Q
w
a
H
H
A
h
r
a
H
N川
、

伊

切

出

H
p
b
F
E可

ω
2
Eー

目
E
Z
'
F
∞
]
日

5
5
L∞∞
H
4

司・

5
3
0
ま
だ
曾
紀
湾
側
の
漢
文

テ
キ
ス
ト
を
み
ら
れ
な
か
っ
た
郁
循
正
前
掲
書
、
六
二
頁
註
(
口
)
は
、

フ
ラ
ン
ス
大
使
の
報
告
に
封
し
、
「
保
護
」
を
「
保
護
権
」
と
「
誤

記
」
し
た
疑
い
が
あ
る
、
と
推
測
し
た
。
そ
の
慧
眼
に
は
、
敬
服
の

ほ
か
な
い
。
こ
の
と
き
の
通
語
は
、
曾
紀
淳
に
随
行
し
た
慶
常
だ
っ

た
か
ら
、
シ
ャ
ン
ジ
の
報
告
に
あ
る
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
語
の
諜
訴
と

い
い
ま
わ
し
を
、
か
れ
が
提
示
し
た
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
。
漢

文
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
、
途
語
的
に
忠
賓
な
フ
ラ
ン
ス
語
だ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
を
シ
ャ
ン
ジ
が
こ
の
よ
う
に
「
誤
記
」
し
た
と
こ
ろ
に

こ
そ
、
首
時
の
フ
ラ
ン
ス
側
の
通
念
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
前
註
(
ロ
)
所
掲
の
恭
親
王
あ
て
ブ
l
レ
の
照
合
も
同
じ
で
、

「
保
護
権
を
も
っ
て
い
る

2
2
5
匂

B
Z
2
0
H伊
丹
)
」
と
い
う
仰
文

に
相
首
す
る
漢
文
テ
キ
ス
ト
は
、
「
越
南
を
保
護
す
る
の
約
」
で
あ

る
。
サ
イ
ゴ
ン
傍
約
の
「
保
護
」
を
「
保
護
権
」
と
同
一
視
す
る
思

考
は
、
す
で
に
蛍
初
か
ら
明
白
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
〉
同

1
0ロ

gロ
ピ

p
y向。ロ〔
r
c
p
ト
E

d
h
コ
な
言
、
守
口
ゑ
N

F

M

)

山
門
戸
冨
∞
my
官
印
に
述
べ
る
、
サ
イ
ゴ
ン

依
約
は
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
行
使
す
べ
き
政
治
的
な
保
護
権
の
設
定
を

と
り
あ
げ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
ん
な
る
平
和
友
好
依
約
だ
」
と
い

う
黙
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
逆
に
、
「
保
護
権
」

を
明
文
化
し
た
フ
エ
倹
約
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

(
臼
)
「
清
光
緒
刺
中
法
交
渉
史
料
」
巻
四
、
「
内
閣
皐
士
周
徳
潤
請
用

兵
保
護
越
南
摺
」
光
緒
九
年
四
月
初
七
日
、
頁
六
。
こ
の
論
理
は
、

「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
が
中
華
の
属
岡
だ
か
ら
、
全
土
す
べ
て
中
園
の
保
護

に
賭
す
べ
き
だ
と
論
ず
る
の
は
、
泰
西
の
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
中

園
は
奮
来
、
朝
貢
図
に
釘
し
そ
の
内
政
に
閥
輿
し
て
こ
な
か
っ
た
し
、

い
わ
ん
や
保
護
す
る
、
と
い
う
明
文
も
な
か
っ
た
」
(
『
李
文
忠
公
全

集
』
朋
僚
函
稿
虫
色
二

O
、
「
復
侃
豹
年
中
丞
」
光
緒
八
年
十
二
月
二

十
四
日
、
頁
三
六
)
と
い
う
李
鴻
章
の
護
言
と
護
み
合
わ
せ
る
と
、

そ
の
位
置
づ
け
が
い
っ
そ
う
よ
く
わ
か
る
。

管
見
の
か
ぎ
り
、
少
な
く
と
も
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
文
脈
で
は
、
一
八

八
二
年
一

O
月
よ
り
前
に
、
清
朝
本
圏
内
で
こ
う
し
た
「
保
護
」
の
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概
念
は
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
早
い
も
の
は
、
曲
目
紀
津
が

シ
ャ
ン
ジ
に
提
起
し
た
「
法
園
該
園
を
保
護
せ
ん
と
欲
す
る
は
、
国

よ
り
好
意
に
属
す
、
然
れ
ど
も
中
園
も
ま
た
保
護
の
権
を
操
つ
」

(
『
中
法
越
南
交
渉
桔
』
第
一
冊
、
曾
紀
淳
・
商
犀
と
の
「
問
答

辞
」
光
緒
六
年
十
二
月
初
八
日
、
曾
紀
揮
の
総
理
街
門
あ
て
爽
車
、

光
緒
七
年
二
月
一
九
日
受
理
に
添
附
、
一
五

O
頁
)
と
い
う
命
題
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
本
園
が
ど
の
よ
う
に
う
け
と
め
た
か
、
そ
う
し

た
経
緯
は
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。

(
倒
)
坂
野
前
掲
書
、
三
五
三
頁

(
m
w
)
~
2
3
Q
N
A
E
R
A
b
h
F
b
h
M

宮
、
守
道

2
5
5
u

礼
念
ミ
hhH}

円。∞。
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詰

~vz
実ト

(
侃
)
じ
っ
さ
い
清
朝
側
で
も
、
ト
ン
キ
ン
の
南
北
分
割
「
保
護
」
は
、

容
易
に
賓
施
し
が
た
い
と
い
う
趣
旨
を
、
現
地
首
局
も
、
い
わ
ゆ
る

「
清
議
」
も
う
っ
た
え
て
い
る
。
前
者
は
た
と
え
ば
、
唐
景
怒
『
請

楼
円
記
』
光
緒
八
年
十
二
月
二
十
九
日
の
僚
、
中
園
史
挙
合
主
編

『
中
法
戦
争
」
全
七
冊
、
新
知
識
出
版
祉
、
一
九
五
五
年
、
第
二
冊

所
枚
、
六
一
頁
、
『
清
光
緒
朝
中
法
交
渉
史
料
」
巻
一
二
、
「
虞
西
、
巡
撫

侃
文
蔚
密
陳
逢
誇
法
越
交
渉
事
宜
摺
」
「
促
文
蔚
密
陳
越
南
岡
勢
分

界
保
護
賓
無
把
握
片
」
光
緒
九
年
正
月
十
六
日
、
頁
二
九
1

三
O
o

後
者
の
典
型
例
と
し
て
は
、
『
澗
子
集
』
童
H

臆
巻
二
、
「
復
張
孝
達
中

丞
」
頁
二
四
、
同
奏
議
者
三
、
「
法
諜
謡
停
不
足
徴
信
片
」
光
緒
九

年
五
月
十
七
日
、
頁
三
三
を
参
照
。
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BETWEEN VASSALITE AND PROTECTORAT: THE SINO-FRENCH

CONTROVERSY ON THE TONKIN AFFAIR, 1880-1883

OKAMOTO Takashi

The results of the Treaty of Tientsin, concluded in June of 1885, which put

an end to the Sino-French War were the "loss" of the vassal state of Vietnam by

China and a giant step toward achievement of its colonization by the French.

Given this outcome, the changes that occurred in the course of what is known as

the "Tonkin Affair" might be termed a matter of course. Nevertheless, in regard

to many of the facts that led to warfare between France and China, much remains

unclear such as what brought about their confrontation, how they reached a com

promise, the specific interests that concerned them, and the diplomatic nego

tiations between them. This article explores clues to explain such questions by ex

amining the course of the negotiations from the proposal of the Li-Boun~e conven

tion concluded in late 1882 until its later abandonment.

The confrontation between France and China over the Tonkin Affair became

conspicuous when the Chinese minister to France, the Marquis Tseng iW *2. i* ,
protested to the French Ministry of Foreign Affairs at the end of 1880. In the

negotiations between the French minister to China, Frederic-Albert Boun~e, and

the Tsungli-Yamen at Peking in 1882, parting spheres of influence in Tonkin was

proposed, and at the end of the same year, was put in writing during the nego

tiations with the imperial commissioner for the Northern Ports, Li Hung-chang *"
i~~, at Tientsin. However, the term hsiin-ch'a pao-hu ~1t1*~t, meaning to sur

veil and protect, which appears in the Chinese version of the Li-Bouree conven

tion, was recorded only as surveillance in the French, resulting in a discrepancy.

This expresses the interests of the two parties and latent contradictions regarding

them.

In opposition to the Chinese use of the term pao-hu "protect," which further

ed the advocacy of the vassalite of Vietnam to China, the French denied the

suzerainete of China by not referring to protection and thereby aimed to win rec

ognition of Vietnam as a de facto protectorat of France. In this fashion, not only

were the fundamental interests of the parties at odds, but this became increasingly

apparent, so that the rejection of the Li-Bouree convention was inevitable. There

was no easy way that the confrontation might be ameliorated in the following
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negotiations between Arthur Tricou and Li, and France and China proceeded step

by step toward rupture and warfare.

THE PICTORIAL MAGAZINE LIANGYOU AND THE OVERSEAS

CHINESE NETWORK: THE HISTORY OF "SHANGHAI" POPULAR

CULTURE AS SEEN FROM ITS RELATIONSHIP WITH HONG KONG

AND THE OVERSEAS CHINESE SPHERE

MURAl Hiroshi

This article primarily considers the socio-economic background of the media

in the case of the pictorial magazine Liangyou r~RJ ,which is known to have

been replete with images representing modern Shanghai. Around its staff, capital,

and expanding market.

When Liangyou was launched, the publishing company, Liangyou Gongsi, was

under the strong influence of a network of people from Taishan, the hometown of

the founder, Wu Liande fEi ~~p 1~, and his alma mater, the Lingnan School ~ 1¥J .
The network centered on people from Taishan, Where many emigrants were pro

duced, and the many overseas Chinese who had studied at the Lingnan School

spread across the seas under the impetus of Wu Liande's travels abroad, and

those living in Hong Kong and overseas Chinese in the United States occupied a

prominent place among its stock holders. After sales of Liangyou stabilized, the

circulation expanded beyond the limits of Wu's personal efforts. In contrast, a shift

in the emphasis towards domestic matters began to be seen in the Liangyou of the

1930s, accompanying its expansion in the domestic market. This brought about a

strengthening of the relationship with leftist authors of the New Literature

movement and marked at the same time the beginning of a new page in the his

tory of the Liangyou Gongsi ~R~P] .

Expanding the perspective, one sees that the department stores, films and

other industries that symbolize the modernity in the popular culture of Shanghai

between the two world wars all first appeared within the context of the network

of overseas Chinese from Guangdong, and the appearance of the pictorial maga

zine Liangyou can be placed within this tread. Here is created the task of resituat

ing cultural production of Shanghai of the 1920s and 1930s within the sphere of

Hong Kong and overseas Chinese throughout the world.

This study can be situated as one portrait within a series of efforts to depict the
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